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本市は、平成２７年度に策定した「第５次八潮市総合

計画」に基づき、「共生・協働」、「安全・安心」をまちづく

りの基本理念に、「住みやすさナンバー１のまち　八潮」

の実現に向けて、まちづくりを推進してまいりました。

この間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

る社会経済情勢の大きな変化への対応のほか、人口減

少・少子高齢社会への対応、激甚化する自然災害など

への対応、集約と連携による地域共生社会の実現、

令和８年３月

カーボンニュートラルの実現、変化する経済・労働環境への対応、デジタル社会

の実現、ＳＤＧｓの推進等、本市に求められるニーズは多様化・複雑化してきており

ます。

そのような中、令和６年１月に新庁舎が開庁し、有事の際に市民の皆様を守る防災

拠点として災害に強い安全・安心で環境にやさしい庁舎に生まれ変わりました。

本計画では、「八潮市自治基本条例」の自治及びまちづくりの基本原則に基づき、

「共生・協働」、「安全・安心」をまちづくりの基本理念とし、さらに先行きが不透明

な中にあっても持続可能な地域社会を構築していくため、多様な価値観や考え方

を積極的に導入していく「彩り」と社会の様々な変化に迅速かつ柔軟に対応してい

く「しなやかさ」を新たな視点として取り入れ、まちづくりを進めてまいります。

また、市の目指すべき将来都市像につきましては、市民一人ひとりが考える

住みやすさを実現できるよう、これまで本市が掲げてきた「住みやすさナンバー１

のまち　八潮」を継承し、八潮市に住むこと、住み続けることを誇りに思えるよう

なまちづくりを進めてまいります。

結びに、本計画の策定に当たりまして、まちづくり掲示板、児童・生徒アンケート、

まちづくりワークショップ、市民団体等アンケートなどにおいて、貴重なご意見、

ご提案をお寄せいただきました市民の皆様、また、ご審議いただきました八潮市

振興計画審議会、八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の皆様に心からお

礼申し上げます。

を 目 指 し て

住 む こ と 、 住 み 続 け る こ と を 誇 り に 思 え る

｢住みやすさナンバー１のまち  八潮｣



わたくしたちは、八潮市民であることに誇りと自覚をもち、明るく

住みよい、豊かで平和なまちを築くため、この憲章を定めます。

１　自然を愛し、水と緑の美しいまちをつくります。 

１　思いやりを大切にし、笑顔があふれる家庭とまちをつくります。 

１　ルールを守り、安心して暮らせるまちをつくります。 

１　生涯にわたり楽しく学び、文化の高いまちをつくります。 

１　働く喜びを持ち、活気あるまちをつくります。

水と緑に恵まれた八潮市に生きる私たちは、輝かしい未来と無限の

可能性に向かい健やかに成長していくことを誓い、ここに「八潮市子

ども憲章」を定めます。 

思いやり わたしたちは、いつも友だちや周囲の人に対する

思いやりの心と感謝の心を持ち続けます。

家　　族 わたしたちは、かけがえのない家族を大切にし、

協力し合い助け合います。

環　　境 わ た し た ち は 、 こ の ま ち の 豊 か な 自 然 を 大 切 に

し、環境にやさしい生活をします。

夢・希望 わたしたちは、大きな夢や希望を持ち、自ら進ん

で自分の道を切り開いていきます。

健康・命 わ た し た ち は 、 ひ と つ し か な い 尊 い 命 を 大 切 に

し、明るく健康な生活をします。 

八潮の二文字を図案化したもので、

和合による円満な発展を願う気持ち

を表現しています。

市制施行20周年を記念して制定しま

した。

◆…市民のエネルギー

◆…これからの八潮市

◆…現在の八潮市

◆…市役所

◆…伸びゆく市民、現在の市民

●八潮市民憲章（平成 14年１月 15日制定）

●八潮市子ども憲章（平成 14年１月 15日制定）

●市章（昭和39年９月 17日制定） ●シンボルマーク（平成５年４月１日制定）
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わたくしたち八潮市民は、

生涯にわたり楽しく学びながら、

心豊かな人間性を培い、

しあわせな家庭を築き、

生きがいのもてるまち「やしお」の実現をめざします。

市制20周年にあたり、

「生涯学習都市」とすることを宣言します。

わたくしたち八潮市民は、生涯にわたり健康に関心をもち、スポー

ツに親しみ、地域のふれあいを通して明るく活気あるまち「やしお」の

実現をめざし、ここに「健康・スポーツ都市」とすることを宣言します。

１　健康づくりに心がけ、バランスの良い食生活を送ります。 

１　健康づくりに心がけ、明るく規則正しい生活を営みます。 

１　スポーツをとおし、豊かな心とたくましい体をつくります。 

１　スポーツと健康づくりを地域に広め、世代を超えたふれあい

の輪を築きます。

世界の恒久平和は、人類共通の願いです。

今なお世界では紛争が続いており、日常の生活を脅かされている

人々がいます。

わが国は、人類史上はじめての被爆国であり、広島・長崎の惨禍を

繰り返さないよう非核三原則を遵守し、核兵器の廃絶を世界の人々に

強く訴え続けなければなりません。

わたくしたち八潮市民は、生涯にわたり平和な社会を実現するため、

水と緑に恵まれた郷土八潮の自然を守り育て、やすらぎのある生活環境

を築くことを誓い、市民一人ひとりの平和への願いを結集し、市制施行

40周年にあたり、ここに「平和都市」とすることを宣言します。

●八潮市生涯学習都市宣言（平成３年７月１日制定）

●八潮市健康・スポーツ都市宣言（平成 21年２月８日制定）

●八潮市平和都市宣言（平成 24年１月 15日制定）



（昭和58年５月14日制定）

市制施行10周年を記念して、市の木・市の花、それぞれ10種類の候補から、

市民の皆さんに選んでいただきました。

（平成９年１月23日制定）

市制施行25周年を記念して、本市

に生息する20種類の候補から、市民

の皆さんに選んでいただきました。

（平成26年11月28日制定）

花桃を活かしたまちづくりを市民

の皆さんと協働して更に推進するた

め、追加指定しました。

作詞・作曲：小椋　佳
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●八潮市の木・花・鳥

●川に抱かれて－八潮市の歌－（平成４年１月 15日制定）

＜市の木　いちょう＞

＜市の鳥　ハクセキレイ＞ ＜市の花　花桃＞

＜市の花　くちなし＞
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「ハッピーこまちゃん」は、本市が有数の

こまつなの産地であることから、地場野菜

のこまつなをモチーフにした市のマスコット

キャラクターです。

「ハッピーこまちゃん」という名前は、こま

つなに、八潮の八、着ている法被、幸せの

ハッピーを掛け合わせてつけられました。

平成24年２月10日に特許庁に商標登録

しています。

こどもまんなか
こども家庭庁が掲げる「こ

どもまんなか宣言」の趣旨に

賛同し、本市が「こどもまんな

か応援サポーター」として活動

することを宣言した際の写真。

八潮市内一周駅伝大会
八潮市内一周駅伝大会ス

タート直後の写真。毎年１月に

開催され、八潮市内一周（６区

間２０km）を駆け抜けます。

総合防災訓練
総合防災訓練における捜

索・救出救助訓練の写真。災

害時に適切な行動ができるよ

う災害を想定した総合防災訓

練を実施しています。

八潮夜市
八潮夜市における盆踊り

大会の写真。「八潮夜市」は、

模擬店や八潮産農産物直売な

ど、毎回盛大に開催され、八

潮の風物詩になっています。

葛西用水路
葛西用水沿いの桜の写真。

春には水辺遊歩道を散策しな

がら桜も楽しめます。

やしお市民まつり
やしお市民まつりにおける

パレードの写真。阿波踊りや

模擬店、キャラクターショーな

どが行われ、市内最大のイベ

ントとしてにぎわいます。

●表紙の写真の説明

●八潮市のマスコットキャラクター　ハッピーこまちゃん



1





1

本市はこれまで、平成28年度から令和７年度までを計画期間とする、「第５次

八潮市総合計画」に基づき、「共生・協働」、「安全・安心」をまちづくりの基本理念

として、基本構想に掲げた将来都市像である「住みやすさナンバー１のまち　八潮」

の実現に向け、総合的かつ計画的にまちづくりを推進してきました。

この間、新型コロナウイルス感染症が世界中でまん延したことを契機に、市民

の生活様式が大きく変化し、社会のデジタル化が急速に加速したことから、行政

サービスにおいてもデジタル技術の活用が急務となっています。

また、本市の人口は平成17年のつくばエクスプレスの開通以降、増加傾向にあ

りますが、日本全体では人口減少・少子高齢化が進み、将来的には徐々に減少に

転じることが想定されるとともに、人口構造の変化に伴う様々な影響が考えられ

ます。

このほか、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化、地球上の誰一人取り残さな

い持続可能でよりよい社会の実現を目指す国際目標であるＳＤＧｓの達成、地球

温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すカーボンニュートラル

の実現、多様な背景をもった人々や価値観を包含し受容するダイバーシティ社会

の実現など、社会全体で取り組むべき重要な課題に対する取組の必要性が高まって

います。

多様化・複雑化する行政課題に対し、引き続き市政を総合的かつ計画的に

推進するとともに、市民と行政がともに目標を共有し、より一層市民主体のまち

づくりを進めるため、令和８年度を初年度とし、令和17年度を目標年次とする

「第６次八潮市総合計画」を策定することとします。

総合計画策定に当たって第 章1

１第 節 計画策定の趣旨

昭和44～昭和53年度 八潮町総合振興計画基本構想

昭和54～昭和62年度 第２次八潮市総合振興計画昭和54～昭和62年度 第２次八潮市総合振興計画

昭和63～平成12年度 第３次八潮市総合計画昭和63～平成12年度 第３次八潮市総合計画

平成13～平成27年度 第４次八潮市総合計画平成13～平成27年度 第４次八潮市総合計画

平成28～令和7年度 第５次八潮市総合計画平成28～令和7年度 第５次八潮市総合計画

令和8～令和17年度第６次八潮市総合計画
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● 本市は、埼玉県の東南部、東京都心から

約15kmの位置にあります。

● 中川低地の南端に位置し、中川と綾瀬

川にはさまれた自然堤防と後背湿地か

らなる18.02km²の平坦な地域です。

● かつては江戸の穀倉地帯であり、米や

野菜の生産を中心とする純農村として

栄えていました。

● その後、農業が産業の中心でしたが、

工場誘致条例の施行や草加・八潮工業

団地の開発などにより、多くの工場が

集積し、県内有数の工業都市へと発展

してきました。

● 東京外かく環状道路や首都高速６号三

郷線等の広域幹線道路の整備により、

広域的なアクセス性が高まるとともに、

平成17年のつくばエクスプレスの開通

以降、都心へのアクセスの良さを背景

に商業施設の進出や宅地開発による

人口の増加など、新たなにぎわいを創

出しています。

（１） 地勢と歴史

＜八潮市の位置＞

＜八潮市の概略図＞

2第 節 八潮市の概況

北

首都高速 6号
三郷線

つくば
エクスプレス

東京外かく環状道路

首都高速 6号
三郷線

つくば
エクスプレス

東京外かく環状道路

中
川

綾
瀬
川

中
川

綾
瀬
川

八潮
駅
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＜八潮市のあゆみ＞

年次

明治    ４年

明治 22 年

昭和 31 年

昭和 35 年

昭和 39 年

昭和 47 年

昭和 60 年

平成    ３年

平成　　４年

平成 14 年

平成 17 年

平成 21 年

平成 23 年

平成 24 年

令和    ４年

内容

埼玉県に編入

八條村、 潮止村、 八幡村の成立

八潮村 （３村合併）

工場誘致条例施行

八潮町制施行

八潮市制施行

首都高速６号三郷線開通

生涯学習都市宣言

東京外かく環状道路開通

八潮市民憲章、 八潮市子ども憲章

つくばエクスプレス開通

健康 ・ スポーツ都市宣言

自治基本条例施行

平和都市宣言

八潮市制施行 50 周年
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● 本市の人口は93,632人、世帯数は47,082世帯（令和７年1月１日現在）で

あり、人口は埼玉県内で23位となっています。

● 昭和30年代の工場誘致条例の制定や東武伊勢崎線と営団地下鉄（現東京メトロ）

日比谷線との相互乗り入れによる都心との直結等を契機として人口が増加し、

平成７年頃から安定していましたが、平成17年のつくばエクスプレスの開通

以降は再び増加に転じています。

● 年齢別の人口構成（令和７年１月１日現在）では、15歳未満の人口が11.5％、

15歳から64歳までの人口が66.2％、65歳以上の人口が22.3％となって

います。65歳以上の人口比率は平成17年調査時の13.5％から大幅に上昇し

ており、全国と比べ低い水準ではあるものの、高齢化は急速に進んでいます。

（２） 人 口

＜人口及び世帯数の推移＞

95,000
90,000
85,000
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

（人口） （世帯）

人口

人口

世帯数

世帯数 資料 : 埼玉県町（丁）字別人口調査

昭和
５５年

60,641 65,920 70,960 74,185

24,981

74,940

27,069

76,166

34,317

82,346

37,149

85,556

43,609

92,112

47,082

93,632

29,49819,599 22,16417,364

平成
２年

令和
２年１２年６０年 ２２年１７年 ２７年 ７年７年

＜年齢３区分別人口構成の推移＞

15～64歳15歳未満 65歳以上 資料 : 埼玉県町（丁）字別人口調査

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１７年

平成２２年

平成２７年

令和 ２年

令和  ７年

14.9 71.5 13.5

14.4 67.4 18.3

13.6 64.4 22.0

12.6 64.8 22.7

11.5 66.2 22.3
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本市の人口推計の結果によると、本市の人口は、今後も増加傾向で推移し、

令和21年に10万人を超え、令和30年をピークに、以降、緩やかに減少していく

見通しとなっています。

人口の推計方法としては、将来人口推計の基本的な手法であるコーホート要因法

により行い、本市の特性である土地区画整理事業の進捗状況を加味した開発人口

を上乗せして推計しています。

3第 節 人口推計

＜人口の推移＞

八潮市推計

令和
２年

令和
７年

令和
１２年

令和
１７年

令和
２２年

令和
２７年

令和
３２年

104,000

102,000

100,000

98,000

96,000

94,000

92,000

90,000

（人口）

（年）※令和２～７年は実績値

＜年齢３区分別人口の推移＞
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日本の総人口は、平成20年をピークに減少に転じており、出生数も減少傾向

にあるため、今後更に人口減少・少子高齢化が進行すると予想されます。

いわゆる団塊ジュニア世代が全員65歳以上となる「2040年問題」といった

言葉が象徴するように、高齢者人口（65歳以上）は一貫して増え続ける一方、

生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向が続くため、高齢化率（総人口に占める

高齢者人口の割合）の上昇も懸念されています。

人口減少・少子高齢化による、日本全体の活力低下や経済規模の縮小など、

多方面にわたる課題への対応が求められています。

（１） 人口減少・少子高齢社会への対応

平成28年の熊本地震、令和６年の能登半島地震などの大地震、気候変動に伴

う集中豪雨・大型台風が激甚化・頻発化し、近年各地で甚大な被害が発生しています。

大地震については、今後も首都直下地震や南海トラフ地震などの発生が想定さ

れており、発生した場合には、東日本大震災と同等又はそれを上回る大きな被害

が生じる可能性があります。

近年、自然災害が激甚化する中、いかなる災害が発生しようとも、市民生活を

最大限守り、地域社会の重要な機能を維持する「強さ」と、生活・経済への影響、

市民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減して迅速な復旧・復興ができる

「しなやかさ」をもつ、「国土強靱化」に向けた防災・減災への取組が求められて

います。

また、インフラの老朽化を起因とする事故が発生するなど、全国的にインフラ

の老朽化の課題が顕在化しており、適切な維持管理・更新の重要性が高まって

います。

（２） 激甚化する自然災害などへの対策

4第 節 社会潮流の展望
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人口減少・少子高齢化による空き家や空き地の増加による都市のスポンジ化

や、個人主義・プライバシー重視社会の進展などによる人と人とのつながりの希

薄化が進んでいます。

そのような背景のなか、地域経済の活性化や地球環境への負荷低減、生活

利便性の維持・向上のため、集約と連携による「コンパクト＋ネットワーク」のまち

づくりが求められています。

生活を支える都市機能を集約し、利便性の高い交通網で連携させるとともに、

人と人とのつながりによる地域コミュニティの強化による地域共生社会の実現

が重要です。

（３） 集約と連携による地域共生社会の実現

平成27年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）が開催さ

れ、令和２年以降の温室効果ガス削減に関する国際的な枠組みである「パリ協定」

が採択されました。

「パリ協定」では、世界の温室効果ガス排出量を今世紀後半に実質ゼロにする、

「カーボンニュートラル」への取組が求められています。

このように、環境問題に対して地球規模で取り組まれていく中で、日本におい

ても、令和32年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、地方

自治体においても、持続可能な経済社会を形成するため、カーボンニュートラル

の実現に向けた環境対策の一層の推進が求められています。

（４） カーボンニュートラルの実現

近年、経済のグローバル化や相互依存が進む一方で、地政学的な国家間紛争等

の影響により世界規模で不確実性が高まり、国民生活や経済活動への影響が懸念

されています。

そのような中、経済の成長を図り、日本が直面する「少子高齢化に伴う生産

年齢人口の減少による労働力不足」、「働く人々のニーズの多様化」などの課題に

対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の

拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

そして、働く人の置かれた個々の状況に応じ、多様な働き方を選択できる社会

を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い

将来の展望をもてるようにすることが求められています。

（５） 変化する経済・労働環境への対応
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成長と分配の好循環を図り、経済社会を持続可能なものとしていくためには、

地域の実情に応じてあらゆる分野でデジタル技術を有効に活用しつつ、デジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）を強力に推進することが求められています。

また、ＤＸを推進することで、国がSociety5.0として目指す「直面する脅威や

先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靱性を備え、国民の安全と

安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる

社会」の実現に向けた強力な原動力となることが期待されています。

（６） デジタル社会の実現

平成27年９月の国連サミットにて採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」の中核に持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Susta inable 

Development Goals）があります。

ＳＤＧｓは17のゴールと169のターゲットで構成された、経済や環境など広範

囲な課題の解決に向けた国際社会共通の目標です。

日本においても、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」（令和元年12月

改訂）が示されており、地方自治体においても、各種計画にＳＤＧｓの要素を反映

し、ＳＤＧｓを推進することが期待されています。

（７） ＳＤＧｓの推進
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本市の人口推計においては、当分の間、人口増加が続く見通しであるもの

の、日本の総人口としては、更なる人口減少・少子高齢化の進行が見込まれてい

ることから、こどもを安心して産み育てられる環境の整備や支援が必要です。

また、こどもを取り巻く環境が変化する中で、次代を担うこどもたちが自ら学

び、考え、行動する力を確実に身に付けられるよう、更なる教育の充実が必要です。

まちづくりにとって、人づくりは欠かすことのできない視点であることから、

こどもから高齢者まで、全ての人が自分に合った学びを選択でき、自らを高め、

地域の中で互いに協力し合い、成長しながら活躍できる社会を構築できるよう、

更なる学習機会の充実や文化活動の支援が必要です。

さらに、一人ひとりが互いを尊重し、多様性を認め合うダイバーシティの考え方

を取り入れ、全ての人が安心して自分らしく暮らすことができる社会の実現に

向けた取組を推進していくことが必要です。

（１） 子育て・教育・文化

本市の高齢化率は、全国平均に比べて低いものの、長期的には高齢者数の増加

が予想されています。高齢化の更なる進展に伴い、介護や医療等高齢者向けサー

ビスの需要の増加に対応することが必要です。

高齢者や障がいがある人なども自立した生活ができ、誰もが安心して住み慣れ

た地域でいきいきと暮らせるよう、医療・保健・福祉の連携を強化するとともに、

食生活やスポーツなどの日々の健康づくりを意識した生活スタイルの促進など、

健康寿命を延ばすための取組を推進していくことが必要です。

（２） 健康・福祉

5第 節 まちづくりの主要課題
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近い将来に大地震の発生が想定されていることや気候変動に伴う集中豪雨・

大型台風の激甚化・頻発化などにより、災害等に対する不安が高まっています。

そのため、ソフトとハードの両面からあらゆる手段を講じ、災害が起きた際の被害

を最小限に抑える強さと迅速に復旧・復興するしなやかさを兼ね備えることが必要

です。また、新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえ、新たな感染症への備えも

必要です。

子どもや高齢者などの社会的弱者を狙った犯罪や交通事故の発生も問題と

なっているため、犯罪防止対策の取組の強化や交通安全対策などを推進すると

ともに、消費者保護の充実等及び市民が自ら身を守るための情報提供体制等の

整備など、市民が安心して暮らせる社会の構築が必要です。

さらに、つくばエクスプレスの開通以降、継続して市街地形成が進んでおり、

人口も増加していることから、消防力の向上・救急体制の充実に向けた草加八潮

消防組合との連携強化が必要です。

（３） 防災・防犯・消防

後継者不足等により農家や農地が減少しているため、優良農地の確保や担い

手の育成、農産物の地産地消を推進するとともに、効率的で付加価値の高い農業

を積極的に推進し、市場での競争力を高め、企業的経営感覚をもった農業後継者

を育成する体制を充実することが必要です。

本市は県内でも有数の事業者数を誇るまちとして発展してきましたが、受注量

の減少や後継者不足等により事業所数が年々減少していることから、制度融資の

充実や技術力及び経営の向上に向けた取組の支援の充実が必要です。

また、個店の魅力づくりを支援することで店舗ごとに差別化を図ることや個店

の連携による地域力の向上などにより地域商業の活性化を図ることが必要です。

さらに、恵まれた自然環境などの地域資源を活かすことや地域産業との連携に

よるイベント等の開催など、誰もが何度も訪れたくなるまちづくりを進めることが

必要です。

市民が適切な労働環境のもとでいきいきと生活ができるよう、新たな時代に

対応した働く環境の整備を図り、市内産業の更なる活性化に向け、農商工連携や

産学官連携などによる事業の促進や観光の振興が必要です。

（４） 産業経済・観光
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本市の都市基盤の整備は、土地区画整理事業による市街地整備の進捗などに

より着実に進んでおり、つくばエクスプレスによる広域的な交通利便性の向上も

図られていますが、今後も計画的な都市基盤の整備やスマートインターチェンジの

整備等により更なる利便性の高いまちづくりを推進するとともに、想定される

人口減少・少子高齢化の進行に対し、市内の公共交通の確保や利便性の向上等に

より、誰もが利用しやすい公共交通環境の充実等に積極的に取り組んでいくこと

が必要です。

また、安全で快適な生活を送ることができるよう、老朽化が進んでいるイン

フラ等の維持管理・更新に向けた対策や住まい・住環境の質を高める取組の推進

が必要です。

環境問題が地球規模で深刻化している中で、循環型社会の形成に向けた更なる

取組の強化やゼロカーボンシティの実現に向けた取組の推進など、環境への配慮

について、一人ひとりができることから積極的に取り組んでいくことが必要です。

本市に残る水辺等の貴重な自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、

多様な生物が生息する環境の保全等を継続して進め、恵まれた自然と共生する

社会を形成するとともに、豊かな自然環境と調和した景観の形成を推進すること

が必要です。

（５） 都市基盤・環境

健全で安定的な行財政運営を図るためには、創意工夫による自主財源の確保

や効果的・効率的な事務事業の実施を推進するとともに、コミュニティ活動の活性

化や関係人口の拡大を図りながら性別などによらず、多様な主体が積極的にまち

づくりに参加する協働の仕組みづくりやシティセールスの推進が必要です。

また、ＩＣＴの進展によるＡＩやＲＰＡなどの新たな技術を活用し、行政の効率化

だけでなく、住民の利便性向上を同時に進めることで、目まぐるしく変化する社会

に適応した柔軟な市民サービスを提供していくことが必要です。

特に、公共施設の維持管理・更新については、老朽化によるリスクや維持管理

費の増大、改修や建て替えなど、多額の費用が必要となり、財政を圧迫することが

懸念されることから、長期的な需要を見据え、限られた財源の中で更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に進めていくことが必要です。

さらに、多様化・複雑化する市民ニーズや地域課題の解決のため、民間企業や

大学、関係自治体等との連携などにより、民間のノウハウ、アイデア、技術を活用

する幅広い分野で公民連携を推進することが必要です。

（６） コミュニティ・自治体経営
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第６次八潮市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成し

ます。

基本構想は、本市の将来都市像とそれを実現するための政策の大きな方向

性を明らかにし、市民と市が協働してまちづくりを進める指針となるものです。

目標年次は令和17年度とし、本市の将来都市像及び分野別将来目標を示し

ます。

基本計画は、基本構想で定めた分野別将来目標に基づいた市の施策の内容

を示すものです。

なお、社会経済状況の変化等に的確に対応していくため、前期５年、後期

５年に区分して定めます。

実施計画は、基本計画に示した施策を実現させるための具体的な事業を

示すものです。

計画期間は３年とし、ローリング方式により毎年度見直しを行います。

● 基本構想

● 基本計画

● 実施計画

計画の構成第 章１

令和
８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年

基本構想（１０年）

前期基本計画５年 後期基本計画５年

毎年度ローリング

実施計画３年

実施計画３年

実施計画３年

基本構想
（１０年）
基本構想
（１０年）

基本計画
（５年）

実施計画
（３年）

第６次八潮市総合計画



14

八潮市自治基本条例では、自治の基本理念として、「市民が自治の主体者である」

ことを定めています。また、自治の４つの基本原則と、まちづくりの４つの基本

原則を定めています。

第６次八潮市総合計画においては、この自治基本条例における自治の基本

原則とまちづくりの基本原則を踏まえ、「共生・協働」、「安全・安心」をまちづくり

の基本理念とし、さらに、先行きが不透明な中にあっても持続可能な地域社会を

構築していくため、「彩り」、「しなやかさ」の新たな視点を取り入れてまちづくり

を進めていきます。

安全なまちで安心して暮らすことは、全ての市民の願いであり、まちづくりの

土台となるものです。

近い将来に発生することが懸念される大地震や近年頻発する集中豪雨等の

自然災害に対し、被害を最小限に抑える強さと速やかに回復するしなやかさを

兼ね備えるとともに、日々の暮らしにおける様々な犯罪の防止や交通安全対策

等、市民の生活を取り巻くあらゆる分野で迅速かつきめ細かに対応できるまち

づくりを進めていきます。

また、市民一人ひとりが安心感をもって暮らし続けていくために、自ら学び・考え・

行動する機会を提供するとともに、日々の暮らしを支え合える人と人のつながり

や地域のつながりを活かしながらまちづくりを進めていきます。

まちは、様々な要素の共生と人々の協働によりつくられます。

市民一人ひとりの尊厳や人権が尊重され、世代や性別、国籍を超えて個性や

価値観を認め合う共生社会をつくるとともに、人と人だけでなく、人と自然、

これまで積み上げてきた歴史と現在の生活、そしてこれから築く未来との共生等、

多様な共生により相乗効果を生み出し、まちづくりを進めていきます。

また、本市では、これまで市民と行政等が協働してまちづくりを推進してきました。

今後も、市民を主体とし、市議会、行政とともにまちづくりを進めていきます。

● 共生・協働のまちづくり

● 安全・安心のまちづくり

将来都市像第 章2

１第 節 まちづくりの基本理念
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「共生・協働」、「安全・安心」をまちづくりの基本理念とし、まちづくりを推進し

ていくに当たっては、多様な価値観や考え方を積極的に導入していく「彩り」と

社会の様々な変化に迅速かつ柔軟に対応していく「しなやかさ」の新たな視点を

取り入れて、まちづくりを進めていきます。

本市は、第５次八潮市総合計画の将来都市像である「住みやすさナンバー１の

まち　八潮」を目指してまちづくりを進めてきました。この将来都市像の考え方で

ある「一人ひとりにとって、八潮市に住むこと、住み続けることを誇りに思える

住みやすさナンバー１のまち」であることは、全ての市民に共通する目標であり、

これからもまちづくりを進めていくうえで目指すべき姿であると考えます。

そのため、第６次八潮市総合計画においては、この将来都市像を継承し、まち

づくりの基本理念に基づき、本市の将来都市像を次のとおり定めます。

本市には、世代を超えた交流や、互いに尊重し支え合う地域コミュ

ニティ、これまで培ってきた歴史と文化があります。これらを継承し、

誰もが学び、ふれあい、喜びを分かち合えるまちを目指します。

また、本市は、都心に近接した交通利便性が高いまちであり、身近に

水辺がある自然を感じられるまちです。

この恵まれた環境を活かし、市民と行政がともに力を合わせてまち

づくりを進め、子どもからお年寄りまで全ての人々が将来にわたって

元気に、いきいきと、笑顔で暮らすことができるまちを目指し、市民

一人ひとりにとって、八潮市に住むこと、住み続けることを誇りに思える

「住みやすさナンバー１のまち　八潮」を将来都市像として掲げます。

彩り・しなやかさの視点

２第 節 将来都市像

住みやすさナンバー１のまち 八潮
ワン

住むこと、住み続けることを誇りに思えるまちを目指して
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本市の人口は、第６次八潮市総合計画の計画期間中は増加傾向で推移し、計画

期間後に人口10万人に達する見込みです。その後、人口10万人程度で一定期間

推移し、将来的に緩やかな減少傾向を示す見込みとなっています。このため、本計

画の計画人口を10万人と定め、今後の施策を展開することとします。

３第 節 計画人口

八潮市の計画人口：10万人
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土地は、現在及び将来における市民のための限られた財産であることから、

「計画的かつ有効に土地利用を図ること」を基本とします。

本市において当分増加する住宅地の需要に対しては、良好な市街地を形成

し、都市機能や居住を中心部や拠点の周辺に集積していきます。

安全・安心を実現する土地利用の観点からは、中川・綾瀬川の流域全体の

関係者が協働して対処する流域治水をはじめ、災害に対する特性を踏まえ、

「防災・減災」の視点に立った適正な土地利用を推進するとともに、被災後の

速やかな復旧・復興を果たすため、国土強靱化の取組を推進します。

また、本市の安全性を高めるため、農地の持つ保水及び遊水機能、都市における

雨水貯留機能を高め、排水施設などと併せて水系の総合的管理の向上を図ります。

人と自然が調和する土地利用の観点からは、土地の利用や管理を通じて

生活環境と自然環境が調和する関係をつくり出すとともに、水と緑のネット

ワークを形成し、豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ計画的な土地利用を推進

します。また、持続可能で住み続けられるまちの実現のためには、民間活力を

活用するとともに、都市機能の集積や居住機能の誘導に向けた効率的なまち

づくりなど、「コンパクト（必要な機能が集積しゆとりある魅力的な拠点の

構築）」、「スマート（新たな技術の活用などによる先進的な共助の実現）」、

「レジリエント（誰もが安心して暮らし続けられる持続可能な地域の形成）」の

３つの要素を兼ね備えた、持続可能なまちづくりに取り組みます。

土地は、生活及び生産を通じた諸活動の共通基盤であり、現在から将来におけ

る市民の活動を支える市民のための限られた財産です。

日本全体において人口減少や少子高齢化が見込まれている中で、本市におい

ては、当分、人口増加が続くと見込まれますが、これからの人口減少・少子高齢社会

を見据え、市民の健康で文化的な生活環境の確保や地域の特性に応じた発展の

ための土地利用が求められます。

このため、本市では、次に示す土地利用の方針に基づく土地利用を推進し、

「住みやすさナンバー１のまち　八潮」の実現を目指します。

（１） 土地利用の基本理念

＜土地利用の方針＞

○ 計画的かつ有効な土地利用

○ 安全・安心を実現する土地利用

○ 人と自然が調和し、持続可能な土地利用

４第 節 土地利用構想
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各拠点を相互に結び、有効に活用していくため、八潮中心核とシビック

センターを結ぶ「都市軸」及び各拠点が有する機能を相互に補完し、効果的

に活用していくための環境整備を推進する「地域交流軸」の形成を図ります。

また、市内の各拠点への移動を円滑に行う交通ネットワーク及び周辺都市と

の移動・交流を支える交通ネットワークの形成を図ります。

市街地ゾーンとしては、生活の質の向上を図るため地域に応じ住宅地、工業

地、商業地を適正に配置し、調和のとれた良好な土地利用を推進するとともに、

市民活動や日常生活の利便性を高めるため、都市機能の集約化を推進します。

環境調整ゾーンとしては、豊かな自然環境や農地の保全・活用を図るととも

に、自然と調和した住環境の保全を図り、人と自然が共生するための土地利用

を推進します。

都市核及び地域核の周辺等では、社会状況の変化や近隣の土地利用の動向

を踏まえ、都市基盤の整備状況等の立地特性を考慮しながら、計画的なまち

づくりを図ります。

都市活動の中心部となる都市核としては、本市の顔となる八潮駅周辺を

「八潮中心核」として、商業業務施設や公益施設等の多様な機能の集積と

既存機能の維持により核の形成を図ります。また、市役所周辺を「シビック

センター」として、公益・文化施設等の多様な機能の維持・充実により核の形成

を図ります。

地域の拠点となる地域核としては、市内の北部、東部、西部を各地域の拠点

とし、北部拠点では、産業機能を主体とした緑豊かな拠点形成を図ります。

また、東部拠点では、既存の公共公益施設等の機能維持に取り組むとともに、

文教・レクリエーション機能の充実を主体とした拠点形成を図ります。さらに、

西部拠点では、土地区画整理事業の進捗とともに、首都高速６号三郷線八潮

南ランプに近接する交通利便性を活かし、商業・文化機能等を主体とした拠点

形成を図ります。

なお、核と拠点の形成に当たっては、民間活力の活用により都市機能の導入

を図るなど、公民連携による核と拠点の形成を推進します。

（２） 都市構造形成の目標

○ 都市核と地域核の形成

○ 交通ネットワークの形成

○ 市街地ゾーンと環境調整ゾーンの形成
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北

つくばエクスプレス

〈将来都市構造図〉
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安心してこどもを産み育てられるよう、地域に

おける子育て環境を整備し、子育てがしやすいま

ちを目指します。

次代を担うこども一人ひとりが自ら学び、

考え、行動する力を身に付け、それぞれの個性や

可能性を伸ばせるように支援するとともに、市民

が生きがいをもって暮らせるよう、気軽に学習

活動や文化活動を行うことができる環境づくり

を進め、あらゆる世代が互いに高め合いながら

心豊かに暮らせるまちを目指します。

また、ダイバーシティ社会の実現に向け、年齢や性別などに関わらず、誰も

が安心して自分らしく暮らせるまちを目指します。

高齢者や障がいがある人などの誰もが健やか

で心豊かに自分らしい生活を送ることができる

よう、主体的な健康づくりを支援するとともに、

誰もがスポーツ・レクリエーションに親しめる環境

づくりや医療、保健、福祉の連携と充実など、

心身ともに健康で安心して暮らし続けられるま

ちを目指します。

（子育て・教育・文化）

（健康・福祉）

分野別将来目標第 章３

１第 節 誰もが輝き心豊かに暮らせるまち

２第 節 みんなで支え合い誰もがいきいきと暮らせるまちみんなで支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち
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あらゆる危機や災害から市民を最大限守るた

め、市民一人ひとりの意識の醸成と自分の身を

守るために必要な知識や技術の習得を支援する

とともに、日頃から防災・減災に向け、市民、

地域、企業、行政が連携し、お互いに支え合い、

助け合うコミュニティを構築することで、地域の

安全を守るとともに、犯罪や事故のない、誰もが

「安全・安心」に暮らせるまちを目指します。

農業、商業、工業、観光などの産業領域におい

て、それぞれの状況に応じた担い手、人材の育成・

確保のための各種支援、市内の優れた製品など

を市内外に情報発信することや産学官連携によ

る新たな価値の創造などに取り組み、競争力の

高い産業づくりを目指します。

また、都心に近接した交通利便性の良さや水辺

などの美しい自然環境などの恵まれた地域の特性

を活かすことで、交流人口や関係人口の拡大を

図り、人々が行き交うにぎわいと活力のあるまち

を目指します。

（防災・防犯・消防）

（産業経済・観光）

３第 節 強くしなやかな安全で安心して暮らせるまち強くしなやかな安全で安心して暮らせるまち

４第 節 魅力と活力に満ちたにぎわいあふれるまち魅力と活力に満ちたにぎわいあふれるまち
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道路、公園、上下水道などの都市基盤及び公共

交通の整備や自然と調和した良好な環境と景観

に配慮した街並みを形成し、やすらぎと潤いを

感じながら、市民が安全・快適に暮らせる環境を

目指します。

また、本市において将来的に予測される人口

減少や更なる高齢化を見据えた都市空間や住環境

の整備を進め、豊かな自然と共生する、持続可能

で誰もが快適に暮らせるまちを目指します。

互いを思いやり、理解し、助けあいながら、

安心して自分らしく暮らすことができるコミュニ

ティを形成し、人と人、人と地域とのつながりや

ふれあいを大切にするまちを目指すとともに、

性別などによらず、多様なまちづくりの主体が、

地域の課題を共有し、それぞれの特性を活かし

ながら、協働によるまちづくりを推進します。

また、本市の特色や魅力を効果的に発信するこ

とで、地域の活性化や更なる都市イメージの向上

を目指します。

さらに、複雑化・多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応するため、

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）やアセットマネジメントの推進、

民間活力の導入など、限られた経営資源の中で費用対効果を十分に見極め、

健全で効率的な自治体経営を推進し、持続可能なまちづくりを目指します。

（都市基盤・環境）

（コミュニティ・自治体経営）

５第 節 良好な環境で快適に暮らせるまち

６第 節 未来につながるまちづくり



1
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基本計画は、基本構想第３章「分野別将来目標」に基づいた市の主要施策の

内容を示すもので、全40節で構成しています。

計画の内容は、節ごとに「SDGsへの貢献」「現状と課題」「基本目標」「施策の

内容」「関連する指標」「関連計画」の６項目で構成しています。

基本計画の構成
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基本計画を構成する６項目の内容

SDGsに掲げられている17の

ゴールのうち、関連するアイコン

を掲載しています。

節ごとの現状と主な課題を掲載

しています。

１　現状と課題
本市においては、つくばエクスプレスの開通を契機とした人口増加、核家族化や

女性の社会参画、就労形態の多様化等に対応した子育て支援の充実が急務となっ

ています。

２　基本目標
子育て支援における主役は、こども自身であり、子育てをする親です。「こども

たち自身が自ら育ち」そして「親自身も子育てを通じて育ち・育てられる」という認

識のもと、子育てを地域全体で見守り、こどもを安心して産み育てられる環境づく

りに取り組んでいきます。

将来都市像の実現のため、節ご

とに目指すべき目標を掲載して

います。

「基本目標」を実現するために

必要な取組内容を掲載してい

ます。

３　施策の内容

項目 施策の展開

地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業等を充

実し、子育て家庭の交流の促進や子育てに関する情

報を発信します。

・

こども医療費や児童手当等の支給により、家庭生活

の安定とこどもの健全育成を促進します。

・

（１）子育て支援の

推進

総合戦略

各施策に紐づく事務事業に定め

る指標から二つ参考として掲載

しています。

４　関連する指標

指標名 現状値（R5年度） 目標値（R12年度）

利用者支援事業（基本型）

利用件数
685件 766件

関連する分野別の計画を掲載

しています。

５　 関連計画

八潮市こども計画
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総合戦略とは、全国的な人口減少問題の克服や地域活性化を目的とした

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき策定するものです。

本市においては、「第６次八潮市総合計画」の基本計画及び実施計画のなかに

「第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を位置づけ、一体的に取り組みます。

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで（５か年）

本市の社会課題の解決や魅力向上を図るため、基本目標を次の４つとし、デジ

タルの力を活用しつつ、取組を進めます。

農業、商業、工業などの産業領域において、人材の育成・確保のた

めの各種支援等により、地域産業の活性化を図るとともに、新たな時

代に対応した競争力の高い産業づくりを目指し、持続可能で活気のあ

るまちを目指します。

本市の魅力発信や地域資源を活かしたイベント等の開催などに

より、訪れたくなるまち・住みやすいまちとしての認知度の向上と

イメージアップを図るとともに、都心に近接した交通利便性など地域

の特性を活かすことで、交流人口や関係人口等の拡大を図り、人々

が行き交うにぎわいと活力のあるまちを目指します。

○期間

○基本目標

≪基本目標１≫ 産業の振興による持続可能で活気のあるまちづくり

≪基本目標２≫ 人や情報の交流による「住みやすさナンバー１のまち 八潮」
の推進

方向性

方向性

第３期 八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略について第３期 八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

基本構想
（１０年） 基本目標

施　策

事　業

基本計画
（５年）

実施計画
（３年）

総合戦略
（５年）

第６次八潮市総合計画

体系図

第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

体系図
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第３期総合戦略の施策及び事業については、総合計画に掲げている

施策及び事業の中から基本目標の達成に向けて効果的なものを用い

ることとします。なお、総合戦略に位置づける対象事業を含む施策に

は、総合計画の基本計画内に右のアイコンを表示します。

○施策及び事業

基本目標に掲げる数値目標は、定量的な数値を定め、重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、

総合計画の実施計画において各事業で定めた指標とし、毎年度効果検証を実施します。

○数値目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）

≪基本目標３≫ 保育や教育の充実による親子が安心できる子育て環境づくり

≪基本目標４≫ 誰もが暮らしやすい、安全・安心なまちづくり

安心してこどもを産み育てられるよう、地域における子育て環境を

整備するとともに、次代を担うこどもたちの教育環境の充実を図ること

で、こどもたちが健やかで幸せに成長し、親も自分の時間を大切にしな

がら子育てできる、親と子がともに安心して暮らせるまちを目指します。

方向性

交通安全や防犯に関する意識の啓発を行うとともに、昨今頻発化・

激甚化する災害等に対する地域防災体制等の強化や、コロナ禍以降急

速に発展した社会生活のデジタル化に対応した利便性の高い地域を構

築することで、誰もが暮らしやすい、安全・安心なまちを目指します。

方向性

総合戦略
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 〈施策体系図〉

子育て・教育・文化第１章

誰もが輝き心豊かに

暮らせるまち

健康・福祉第２章

みんなで支え合い誰もがいきいきと

暮らせるまち

防災・防犯・消防第３章

強くしなやかな安全で安心して

暮らせるまち

産業経済・観光第４章

魅力と活力に満ちた

にぎわいあふれるまち

都市基盤・環境第５章

良好な環境で快適に

暮らせるまち

コミュニティ・自治体経営第６章

未来につながるまちづくり
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施策

全てのこどもの幸せづくり
（児童福祉・母子保健）第１節

子育てを支える環境づくり
（保育サービス）第２節

次代を担う人づくり
（幼児教育・学校教育）第３節

心豊かな青少年を育む環境づくり
（青少年育成）第４節

社会の要請に応えた教育の環境づくり
（生涯学習・社会教育）第５節

人権を尊重する社会づくり
（人権・平和教育）第６節

個性あふれる豊かな市民文化づくり
（市民文化）第７節

ともに支え合う、心豊かな健康づくり
（健康・保健）第１節

いのちを守る医療体制づくり
（医療）第２節

誰もが安心して生活できる社会づくり
（医療保険・国民年金）第３節

スポーツ・レクリエーションに親しめる
環境づくり（スポーツ・レクリエーション）第４節

互いに支え合い誰もが安心して暮らせる
社会づくり（地域福祉・生活福祉）第５節

健康でいきいきと安心して暮らし続けら
れる長寿社会づくり（高齢者福祉・介護）第６節

障がい者の安心を支える社会づくり
（障がい者（児）福祉）第７節

地域特性を活かした都市空間づくり
（土地利用・市街地整備）第１節

快適で便利な道路・交通網づくり
（道路・交通）第２節

水と緑ゆたかな都市景観づくり
（景観、公園・緑地）第３節

安心を未来につなぐ体制づくり
（上水道）第４節

治水と水循環によるまちづくり
（治水・下水道）第５節

安全で安心な住環境づくり
（住宅・住環境）第６節

環境にやさしいまちづくり
（環境保全）第７節

清潔できれいなまちづくり
（環境衛生）第８節

市民との協働によるまちづくり
（協働・市民参画）第１節

ふれあいと連帯感に満ちた地域社会づくり
（コミュニティ）第２節

男女がともに育む社会づくり
（男女共同参画社会）第３節

まちの特色・魅力を効果的に発信できる
体制づくり（シティセールス）第４節

健全で計画的・効率的な行政の体制づくり
（行財政運営）第５節

時間や場所の制約のない地域社会づくり
（デジタル・トランスフォーメーション）第６節

公共施設資産の管理体制づくり
（アセットマネジメント）第７節

他機関との連携体制づくり
（他機関連携）第８節

災害に強いまちづくり
（防災・減災）第１節

危機に備えた体制づくり
（危機管理・消防）第２節

犯罪のない安全で安心なまちづくり
（防犯）第３節

交通事故のない安全で安心なまちづくり
（交通安全）第４節

安全・安心で豊かな消費生活づくり
（消費者保護）第５節

環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり
（農業）第１節

魅力あふれる商業づくり
（商業・サービス業）第２節

活力ある工業づくり
（工業）第３節

にぎわいあふれる観光づくり
（観光）第４節

いきいきと働ける就業環境づくり
（労働）第５節
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本市においては、つくばエクスプレスの開通を契機とした人口増加、核家族化

や女性の社会参画、就労形態の多様化等に対応した子育て支援の充実が急務と

なっています。

また、安心して妊娠、出産し、ゆとりをもって健やかにこどもを育てる環境を

整備するため、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行っていく必要が

あります。

このような中、本市では、こどもの最善の利益を図る「こどもまんなか社会」の

実現を目指すこども家庭庁が掲げる「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、

「こどもまんなか応援サポーター宣言」を行っています。こどもたちのために何が

もっともよいことか常に考え、こどもたちが健やかで幸せに成長できる社会を

実現するため、様々な子育て支援の充実が求められています。

さらに、不安定な経済状況や地域社会の変容等により、子育てに困難を抱える

家庭がこれまで以上に顕在化してきており、子育て家庭が地域の中で孤立しがち

な傾向にあります。このため、こども家庭センターが中心となって関係機関が情報

を共有するとともに、子育てに困難を抱える家庭の実態把握や支援の充実を図る

ことが求められています。

１　現状と課題

子育て支援における主役は、こども自身であり、子育てをする親です。「こども

たち自身が自ら育ち」そして「親自身も子育てを通じて育ち・育てられる」という

認識のもと、子育てを地域全体で見守り、こどもを安心して産み育てられる環境

づくりに取り組んでいきます。

また、子育ての当事者や今後の社会を担うこどもや若者の視点と意見は非常に

重要であり、それらの方のニーズを的確に捉え、様々な施策を展開することにより

『こどもも　親も　輝けるまち やしお』の実現を目指します。

２　 基本目標

（児童福祉・母子保健）

１第 節 全てのこどもの幸せづくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 子育て支援の

推進

（２）こども家庭セン

ター機能の充実

（３）ひとり親家庭等

の支援の推進

･地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業等を充実

し、 子育て家庭の交流の促進や子育てに関する情報を

発信します。

･こども医療費や児童手当等の支給により、 家庭生活の

安定とこどもの健全育成を促進します。

･妊産婦や乳幼児の健康の保持、 増進に関する包括的な

支援を行います。

･妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談支援を行い

ます。

･虐待の未然防止や再発防止、 ヤングケアラーに対応す

るため、 関係機関と連携を図り相談支援体制を強化し

ます。

･ひとり親家庭等が安定した生活を送り、 安心して子育

てができるよう、 経済的な支援を推進します。

５　関連計画

八潮市こども計画

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

利用者支援事業 （基本型）

利用件数

にじいろ子育て相談室

相談件数

685件

2,281件

766件

2,310件

総合戦略

総合戦略
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本市においては、増加する保育ニーズに対応するため、令和７年４月時点で市

内に38か所の保育所等を設置して、保育事業を実施しているほか、延長保育や障

がい児保育など様々な保育需要への対応に努めています。また、小学校の放課後

における保育需要に対応するため、令和７年４月時点で学童保育所（放課後児童

クラブ）を15か所開設しています。

今後も子育て世帯が安心して子育てと仕事などを両立することができるよう、

保育所等の待機児童を解消するとともに、多様なニーズに応じた取組を推進し、

様々な子育てに関する負担を軽減するための事業を展開していく必要があります。

また、次代を担う人材を育成し、共働き家庭等が直面する「小１の壁」を打破す

る観点からこどもが放課後や長期休暇を安心して過ごせる環境を整えるため、学

童保育所等の充実を図ることが必要です。

１　現状と課題

就労等により保育を必要とする保護者に代わってこどもの健やかな育ちを支

援する環境を整備することにより、充実した保育サービスを提供することで子育

ての負担を軽減し、安心して子育てができる環境を目指します。

２　 基本目標

（保育サービス）

2第 節 子育てを支える環境づくり
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５　関連計画

八潮市こども計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 保育環境の充実

（２）保育内容の充実

･保育需要の増加に対応するため、 保育所等 ・ 学童保育

所の整備や待機児童対策を進めます。

･こどもの健全育成を図るとともに保護者の子育てにお

ける負担を軽減するため、 通常保育の他に、 延長保育、

一時保育、 障がい児保育及び学童保育等、 多種多様な

保育内容を充実します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

保育所等施設の確保

提供量

保育所等待機児童数

3,343人

24人

3,513人

0人

総合戦略
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急速に変化する時代をたくましく生き抜く子どもたちを育成するために、幼児

教育や学校教育の在り方の変容が求められています。基礎的・基本的な知識・技能

の習得にとどまらず、活用や探求のプロセスを通じて、自ら課題を見出し解決す

る力、多様な他者と協働して粘り強く取り組む力、そして正解のない問いに対し納

得解を導き出す力の育成が求められています。

本市では、平成18年度に小中一貫教育を導入し、学力向上や不登校などの

教育課題に取り組んできましたが、不登校児童生徒数はここ数年再び増加に転じ

ています。また、特別支援教育の充実、教育相談体制の整備、いじめ問題への

対応、１人１台端末の活用といった課題への対応も求められています。

今後は小中一貫教育を土台としながら、多様化・複雑化するニーズへの丁寧な

対応を進めるとともに、夢や希望をもち、主体的に社会と関わり、よりよい未来を

創造できる子どもたちを育成していきます。

八潮駅周辺の学校の児童生徒数が増加する一方で、市域北部の学校の児童

生徒数が減少しており、この傾向が今後も続くことが見込まれるため、学校の

適正配置について検討を進めています。

学校給食では、令和６年２月に策定した八潮市学校給食ビジョンに基づき、

安全で安心できる給食の提供を持続できるよう衛生管理を強化するとともに、

生活に欠かせない「食」について、多くの知識を習得し生活に役立てる「食育」の

充実を図っています。

学校施設では、昭和40年代後半から50年代前半にかけての児童生徒が急増し

た時期に整備されたものが多く、経年による老朽化や機能低下が進行しています。

ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末を活用した学習は日常となり、今後も

継続して取り組みます。

１　現状と課題

（幼児教育・学校教育）

３第 節 次代を担う人づくり
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小中一貫教育を通して、学力・体力の向上と豊かな心の育成を図るとともに、

学校・家庭・地域の連携、大学や企業との連携を深め、子どもたちの夢や目標を

育み、ふるさと八潮を愛し、自信をもって社会へはばたく子どもたちの育成を目

指します。

２　 基本目標

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 教育内容の充実

（２）教育環境の充実

（３）指導体制の充実

（４）食育、 健康 ・

安全教育の充実

（５）多様なニーズに

対応した教育の

充実

･市内全ての小中学校で、 小中一貫教育を推進します。

･大学や企業等と連携した体験活動を実施します。

･外国語教育やキャリア教育など、 学校の教育活動を充

実します。

･人口動態を踏まえた適正な学校配置を進めます。

･施設 ・ 設備の改修に努め、 児童生徒の安全、 良好な

教育環境を確保します。

･等しく教育を受ける機会を与え、 教育の円滑な実施の

ため、 保護者への就学援助や、 高校や大学等へ進学

するための教育費貸付制度等を充実します。

･少人数指導補助教員や理科支援員、 ＡＬＴなど、 学校

をサポートする職員等を配置します。

･学校給食センターの設置に向けた具体的な計画を策

定し、 その取組を推進します。 また、 安全 ・ 安心な学

校給食の提供に努め、 食育を充実します。

･体力向上に係る取組や保健教育の充実を図る取組な

どを実施します。

･危機管理体制の充実や交通事故防止に係る取組を推

進します。

･特別支援教育介助員やさわやか相談員など、 学校を

サポートする職員を配置します。

･教職員の指導体制の充実が図れるよう、 いじめ ・ 不

登校などに関する研修を実施します。

･相談体制の充実のため、 教育相談所に専任教育相談

員や臨床心理士、 スクールカウンセラー、 スクールソー

シャルワーカー等を配置します。

総合戦略
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項目 施策の展開

･学校における学校応援団の活動を支援します。

･市内私立幼稚園、 保育所、 認定こども園、 小学校が

連携した会議を開催します。

･アプローチカリキュラムやスタートカリキュラムを充実

します。

･幼児教育の充実と教職員研修の奨励のため、 市内私

立幼稚園に対して助成金を交付します。

･情報活用能力の育成を図るため、 各学校において、

児童生徒の健康に留意しながら、 コンピュータ等の情

報手段を適切に活用した学習活動を充実します。

･教職員のＩＣＴ活用指導力の向上とともに、 授業にお

いて効果的に活用できるよう、 充実した研修の機会

を提供します。

（６）家庭や地域と一

体となった教育

体制の充実

（７）幼児教育の推進

（８）学校ＩＣＴ教育の

充実

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

不登校児童生徒

の発生率

1.52％小学校

中学校 7.66％

0.50％

5.00％

食育の実施回数 94回 100回

５　関連計画

八潮市教育計画 「はばたき」

八潮市学校施設長寿命化計画

八潮市学校適正配置指針 ・ 計画

八潮市学校給食ビジョン

総合戦略
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〈花桃小学校（新設小学校）パース図〉

透視図　外観

透視図　内観
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急激な情報化社会の進展や、核家族化・少子化の進行に加え、都市化の進行に

よる子どもの遊び場の減少、ライフスタイルの変化は、地域社会における人間

関係及び連帯意識の希薄化をもたらし、青少年を取り巻く社会環境は変化して

います。特に、犯罪の低年齢化や規範意識の低下に加え、インターネットの長時間

の利用による生活習慣の乱れや有害情報と接するリスクの増加等が懸念されて

います。このように、青少年を巡る問題は深刻化しつつあり、社会をあげた取組が

求められています。

本市では、次代を担う青少年の健全育成を推進するため、青少年育成八潮市民

会議をはじめとする青少年関係団体の活動支援や団体相互の連携強化の促進を

図り、青少年の主張大会や青少年の見守り活動等、様々な青少年育成事業を実施

してきました。

これからの社会を担う青少年には、社会に貢献し次代を創造するたくましさと

豊かな人間性が求められます。また、青少年が夢を抱き自己実現を目指す社会人

として活躍できるような社会規範と豊かな職業意識を育む必要があります。

今後は青少年が環境の変化に対応できるように、地域社会における様々な

社会参加活動を促進し、青少年が気軽に集い、世代間交流ができる安全で安心

な居場所や機会を確保するなど、家庭・学校・地域や行政等の青少年育成関係

者と連携し、広い分野での取組を充実させる必要があります。

１　現状と課題

家庭・学校・地域や青少年育成関係団体等が連携して、地域全体で心豊かな

青少年を育てる環境づくりを目指します。

２　 基本目標

（青少年育成）

４第 節 心豊かな青少年を育む環境づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

･青少年育成関係団体の活動を支援します。

･八潮市青少年育成推進員の活動を支援します。

･ジュニアリーダー養成研修会を実施します。

･市民、 青少年関係団体の連携によって組織された青

少年育成八潮市民会議との協働を推進します。

･･八潮市子ども会育成連絡協議会と連携し、 指導者の

ための研修会やレクリエーション講習会等を実施します。

･八潮市ジュニアリーダー会等が行う青少年ボランティ

ア活動や社会参加への活動を支援します。

･家庭 ・ 学校 ・ 地域や青少年関係団体等と連携し、 放

課後子ども教室や自然体験活動等を実施し、 小 ・ 中 ・

高校生の居場所づくりを進めます。

･八潮市成人式実行委員会の活動を支援します。

･市民まつり、 資源回収、 ごみゼロ運動等への青少年

参加を促進します。

･やしお子ども週末活動実行委員会との協働により居場

所の確保を進めます。

（１） 青少年育成体制

の充実

（２）青少年活動の

推進

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

やしお子ども週末

活動実施回数と

参加者数

ジュニアリーダー養成研修

会修了者数

（申込定数 30 人 （毎年））

　　　21回実施回数

参加者数 　3,753人

2人

　　　　40回

　5,200人

30人

５　関連計画

八潮市教育計画 「はばたき」
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市民の学習に対するニーズは、自らの個性や能力を伸ばすための新たな知識や

技術を習得するのみならず、精神的な充足や人との交流、更には生きがいを見い

だすことにまで多様化しています。

このような市民の多様化する教育ニーズに応えるため、様々な分野において

社会教育活動の充実が求められています。社会の変化に応じた講座等の実施、

公民館・図書館等の社会教育施設や設備の充実等、社会の要請に応えた教育の

環境づくりを充実させる必要があります。

一方で、地域住民が地域をつくるという考えのもと、市民大学・大学院や公民

館等において地域課題の解決に向けた講座を実施し、地域で活躍する人材を育成

してきました。

今後もより一層地域の課題に即した教育に努め、教育を受けた人材が、各地域

において教育活動を広げていけるような取組が必要です。

さらに、家庭の教育力向上のため、家庭教育に関する学習機会及び情報提供等

の充実を図る必要があります。

１　現状と課題

社会の要請に応えた教育の環境づくりが進み、市民の様々な社会教育に対す

るニーズが満たされ、地域全体で「持続可能な開発のための教育」を推進すること

で、これまで以上に共生・協働のまちづくりを目指します。

また、家庭教育に関する学習機会が充実し、家庭の教育力が向上することを

目指します。

２　 基本目標

（生涯学習・社会教育）

5第 節 社会の要請に応えた教育の環境づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 社会教育活動

の充実

（２）家庭における

教育の充実

（３）社会教育環境

の整備

･図書館において、 図書館資料の貸出や特集図書の展

示を行います。

･家庭教育学級では開催方法を検討し、 できるだけ多

くの小中学校において家庭教育学級を実施します。 ま

た、 子育てに必要な知識や技能を学ぶ親のための講

座や親になるための講座を開催します。

･市民のニーズや社会の要請に応えた公民館講座を開

催します。

･図書館において、 定期的に朗読会や上映会等を行い

ます。

･･まちづくりの担い手づくりのため、 生徒確保の方策を

検討しながら市民大学及び市民大学大学院の内容を

充実します。

･小中学校において、 生涯学習学校開放講座を開催し

ます。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

社会教育に関する

講座数と参加人数

図書館利用者数と

貸出数

64講座

192,280人

講座数

利用者数

参加人数

貸出数

4,546人

373,387点

70講座

  229,000人

4,800人

 454,000点

５　関連計画

八潮市教育計画 「はばたき」

八潮市図書館公民館ビジョン （子ども読書活動推進計画 ・ 読書バリアフリー推進計画）
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私たちは基本的人権を尊重し、明るい社会を築く責任を有しています。人権

は、個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を送るために欠

かすことのできない権利です。「21世紀は人権の世紀」といわれながら、四半世紀

が過ぎた現在もなお、結婚や就職差別が依然として存在する部落差別をはじめ、

女性、子ども、高齢者、障がい者（児）、外国人、ＬＧＢＴＱ等を巡る人権問題のほ

か、近年は差別を助長するようなインターネット上での書き込みやヘイトスピーチ

などの様々な人権問題が生じています。また、社会的経済的地位の固定化が進む

「格差社会」が、新たな人権問題を生む要因の一つともなっています。

これまで本市では、部落差別をはじめ様々な人権問題の解決を目指し、差別と

偏見を解消するため、あらゆる学習の機会に人権教育を取り入れ、人権教育の充実

に努めてきました。今後も、基本的人権が尊重され、誰もが平等に社会に参画し、

喜びや生きがいを実感しながら安心して生活できる明るい社会づくりを推進する

ため、人権教育及び啓発活動等の総合的な取組を行う必要があります。

恒久平和は人類共通の願いでありますが、世界中では依然として紛争やテロ活動

により人々の生活が脅かされています。本市では平成24年１月15日に行った「平和

都市宣言」に基づいた平和事業を行っていますが、戦争を体験した方の高齢化によ

り、体験談を聞く機会が減っているため、戦争の記憶の風化が懸念されています。

１　現状と課題

家庭・学校・地域や職場等のあらゆる場において、また、様々な機会を捉えて、

人権教育についての学習機会を提供するとともに人権に関する啓発活動を実施

します。

市民一人ひとりの人権に対する意識の高揚が進み、差別や偏見がなく、出身地

や国籍、年齢、障がいの有無、性の多様性を認め、誰もがあらゆる分野で活躍する

ことのできるダイバーシティ社会の実現を目指します。

だれもが人権の大切さに対する理解を深め、市民一人ひとりの人権に対する

意識の高揚が進み、差別や偏見のない明るいまちづくりを目指します。

戦争の悲惨さや平和の尊さが理解され、争いのない平和な社会を目指します。

２　 基本目標

（人権・平和教育）

６第 節 人権を尊重する社会づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 人権教育の推進

（２）人権啓発の推進

（３）平和意識の高揚

･八潮市人権教育推進協議会や関係機関と連携し、 人

権教育を推進します。

･各種人権教育研修会や人権教育及び同和教育指導者

養成講座を実施します。

･公共施設で平和パネル展等を実施し、 市民に対して平

和について考える機会を提供します。

･様々な人権問題の解消のため、 研修会、 広報紙やホー

ムページを通じた各種啓発活動を充実します。

･関係団体等と連携し、 市民の人権意識の高揚を図る

ための啓発活動を展開します。

･人権標語や人権作文等の募集や人権啓発ビデオの貸

出等を通じて市民の人権意識の高揚を図ります。

･八潮市ダイバーシティ社会推進方針に基づき、 多様性

を認め、 受け入れ、 活かすことができるダイバーシティ

社会に関する啓発を推進します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

人権に関する研修、

催事回数と参加者数

平和パネル展等実施回数

18回

3回

研修、

催事回数

参加者数 997人

35回

5回

1,200人

５　関連計画

八潮市教育計画 「はばたき」

八潮市人権施策実施計画

八潮市部落差別を解消するための

行政の基本方針

八潮市部落差別を解消するための

同和教育の基本方針

八潮市人権施策推進指針

八潮市ダイバーシティ社会推進方針
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ワーク・ライフ・バランスの考えの広がりや平均寿命の伸長、ライフスタイルや

価値観の多様化が進む中、文化芸術に対する市民の関心はますます高まることが

予想され、従来の文化活動と併せて、より広い視野に立った市民文化の振興が

求められています。

現在、本市には、八潮市民文化会館、八潮市民文化会館駅前分館、八潮市立

資料館等の文化施設を設置しており、これらの施設を拠点に各種文化活動が行わ

れています。

今後は、多様化する市民の文化芸術へのニーズに応えるとともに、市民自らが

文化活動に参加できる機会を更に充実させること、文化活動団体の育成や支援を

図ることが必要です。

また、本市の歴史文化を今に伝える文化財については、人々の生活様式や地域

社会の変化に伴い消失・散逸の危険性が高まっています。このため、今後も文化遺

産を取り巻く環境の整備に努めるとともに多くの人に関心をもってもらうため、

文化財の魅力や本市の歴史文化に関する情報の発信を進め、文化遺産の保存と

後世への継承を図ることが必要です。

１　現状と課題

個性あふれる豊かな市民文化と豊かな人間性を育み、新たな文化活動の創造

を目指します。

市民がまちの歴史や文化に誇りをもち、皆で協力し合い守り伝えていくまちを

目指します。

２　 基本目標

（市民文化）

７第 節 個性あふれる豊かな市民文化づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 文化活動の推進

（２）文化財保護環境

の整備

･文化イベントや講座を開催し、 文化に触れ親しむ機会

を充実します。

･八潮市文化協会等、 文化活動団体に対して支援を行

います。

･文化活動の活性化のため、 関係団体と連携した事業

を実施します。

･新たな文化活動団体の育成を推進します。

･文化財所有者や保持団体等に対して支援を行います。

･文化財活用のための環境整備や文化財関連イベントを

実施し、 市民が文化財に触れ合う機会を提供します。

･行政、 文化財関係者、 文化財愛護団体、 市民が相互

に協力し、 文化遺産の保存活用を図る仕組みを作り

ます。

･文化財調査を行い、 新たな文化財を把握します。

（３）情報収集と

発信力の強化

･資料館の展示会や講座等の事業、 公式ＷＥＢサイト等

を通じて本市の歴史文化を広く市内外に情報発信し

ます。

･地域に残る古文書や歴史公文書の収集 · 調査研究を

進め、 市民の利用に供します。

･学校で行われる社会科授業や郷土学習を支援します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

芸術文化に関する

講座数

郷土の歴史文化に関する

講座数

6講座

58 講座

12講座

80講座

５　関連計画

八潮市教育計画 「はばたき」
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少子高齢化の更なる進展、社会環境の多様化、地域のつながりの希薄化や健康

格差が拡大する中、生活習慣病やこころの病気は増加しており、健康づくりの

取組はより重要性を増しています。

本市はこれまで、ライフステージに応じた健康づくりのため、健康増進事業や

予防接種事業等を実施してきました。特に、地域ぐるみの自主的な健康づくり

活動として「八潮いこい体操」や「健康づくり懇話会」を推進し、健康寿命は着実に

延伸しています。

一方、コロナ禍を経て、より生活スタイルが多様化し、生活リズムや食生活に

乱れが生じるなど、生活習慣病の危険性は大人だけでなく子どもにまで及んで

います。また、本市は、がん検診の受診率が埼玉県内でも低い状況です。

今後も、全ての市民が健やかで心豊かな生活ができるよう、誰一人取り残さな

い健康づくり活動を町会・自治会、関係団体等と協働で展開できるよう、環境を

整備する必要があります。

一人ひとりが生涯を通して、健やかで心豊かに生活できるよう、自分自身の

健康について関心をもち、自らの健康づくりに主体的に取り組むとともに、地域

の中でともに支え合いながら、身近なところで健康づくりの推進を目指します。

（健康・保健）

１　現状と課題

２　 基本目標

１第 節 ともに支え合う、心豊かな健康づくり
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３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） 心豊かな健康

づくりの推進

（２）保健サービスの

充実

･市民自らが主体的に健康づくりに取り組むことができ

るよう、 幅広い世代へ健康に関する情報等を提供しま

す。

･地域住民や町会 ・ 自治会、 ボランティア等と協働し、

身近なところで気軽に取り組める健康づくり事業を展

開します。

･ライフステージに応じた健康づくりを支援するため、 健

康増進事業や予防接種事業を充実します。 また、 関係

機関と連携し、 市民の健康づくりを支援する体制を強

化します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

がん検診受診率

（肺がん検診）

コバトンALKOOマイレージ

の登録者数

2.9％

825人

5.0％

1,500人

八潮市健康づくり行動計画 八潮市いのち支える自殺対策計画
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高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の高度化に伴い、医療に対する

ニーズは多様化しています。

また、新型コロナウイルス感染症をはじめとした様々な感染症の発生が続いて

います。さらに、増加し続ける救急搬送件数、医師の働き方改革などにより、救急

医療を取り巻く状況にも変化が見られます。

こうした中で、様々な医療ニーズに対応し、適切な地域医療を提供するため、

医療体制の整備、充実が強く求められています。

令和６年度末現在、市内には病院４か所、一般診療所37か所、歯科診療所

36か所、また、初期救急の医療機関として休日診療所が１か所あります。市内か

ら通院可能な市外の診療所も含めた場合、本市では各種診療科目を受診できる

体制がおおむね整っているといえますが、適切な医療を効率的に提供するため

に、引き続き専門的な医療機関の誘致活動を続ける必要があります。

また、地域における医療施設相互の連携支援や救急医療体制等も含めた体系

的な地域医療体制の整備を促進するとともに、救急医療への適正受診に関する

情報発信を行う必要があります。さらに、日頃の健康管理や病気の早期発見、

早期治療のため、健康について相談できるかかりつけ医の普及と定着を促進する

必要があります。

市民一人ひとりがかかりつけ医を持ち、日頃から健康について医療機関に相談

し、自分自身の健康管理に努められることを目指します。また、救急医療体制を

整備し、救急時に市民が適切に医療機関を受診でき、安心して暮らせることを

目指します。

（医療）

１　現状と課題

２　 基本目標

2第 節 いのちを守る医療体制づくり
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３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） 地域医療提供

体制の充実

（２）地域救急医療

体制の整備

･地域の医療機関との協力体制の充実を図り、 市民が住

み慣れた地域において良質かつ適切な医療サービスを

効率的に受けられる環境を整備します。

･市民が自ら健康管理を行うための日常的な医療の基盤

となり、 必要に応じて専門医療機関との連携を行うか

かりつけ医の定着を推進します。

･「産科誘致に係る支援方針」 に基づき、 引き続き産科

誘致に関する周知を推進します。

･初期救急医療体制を確立するため、 休日診療所を円滑

に運営します。

･埼玉県東部南地区の第二次救急医療に協力する医療機

関に対し、 運営や設備整備のための支援を行うととも

に、 市民に対し、 相談窓口を周知するなど、 救急医療

体制の充実を進めます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

かかりつけ医

（医師 ・ 歯科医師 ・ 両方）

を持つ市民の割合

R5実績　73.8％ 85.0％

休日診療所の年間の

診療日数
71日 71日

八潮市健康づくり行動計画



54

国民健康保険制度については、医療の高度化や高齢化等に伴い医療費が年々

増加する中、将来にわたり国民皆保険を維持するため、これまで以上に医療費の

適正化に向けた取組や財源の確保等、制度の適切な運用が求められています。

このため、平成30年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、国民

健康保険制度の安定的な運営に努めています。

また、後期高齢者医療制度については、保険者である埼玉県後期高齢者医療

広域連合との連携を図りながら、制度の適切な運用に努めています。

さらに、国民年金制度については、年金が市民の老後等における所得保障とし

ての大きな役割を果たすことができるよう、国や日本年金機構との連携を図りな

がら、市民の制度に対する理解の促進に努めています。

国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が安定的に運用され、市民が必要な

医療保険サービスを受けることができることを目指します。また、国民年金制度に

対する理解が進み、市民が制度に基づき年金を受給することができることを目指

します。

（医療保険・国民年金）

１　現状と課題

２　 基本目標

３第 節 誰もが安心して生活できる社会づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 国民健康保険

制度の適切な

運用

（２）後期高齢者

医療制度の

適切な運用

（３）国民年金制度

の理解促進

･埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、 安定した国民

健康保険制度の運営を図るため、 適切な保険税率の設

定、 収納率向上対策の実施等、 必要な財源の確保に努

めるとともに、 特定健康診査や特定保健指導等による

医療費適正化に向けた取組を実施していきます。

･埼玉県後期高齢者医療広域連合との連携を図り、 健康

診査等の保健事業や保険料の収納率向上対策等を実施

し、 後期高齢者医療制度を適切に運用します。

･国や日本年金機構との連携を図りながら、 広報紙や

ホームページの活用、 年金相談等を通じて、 国民年金

制度の理解促進に努めます。

４　関連する指標

５　関連計画

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

特定健康診査受診率

特定保健指導実施率

38.1％

6.6％

60％

60％

国民健康保険保健事業実施計画 （データヘルス計画）
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スポーツ・レクリエーションは、市民一人ひとりの健康、体力の維持向上だけで

なく、地域コミュニティの活性化などにも重要な役割を果たしています。

本市では、平成21年２月８日に「健康・スポーツ都市宣言」を行い、スポーツ

を通して豊かな心と健康な体をつくり、世代間の交流を図るため、スポーツイベ

ントを実施するとともに、スポーツ関係団体に対する支援等を行ってきました。

さらに、本市のスポーツを取り巻く現状と課題を踏まえ、子どもから成人、高齢

者、障がいのある人など、誰もがスポーツに親しみ、健康で地域とのつながりをも

つ市民が増えることを目指すため「八潮市スポーツ推進計画」を策定し、各種事業

を展開してきました。

しかしながら、組織での活動でなく、個人で気軽に身体を動かしたいという

傾向や子どものスポーツ離れ、さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大によるス

ポーツイベント、競技大会等の開催自粛により、スポーツに親しむ機会やスポーツ

を通した地域交流の機会が減少し、スポーツ団体及び団員数が減少しています。

今後も、市民ニーズに対応したスポーツ教室等の開催やスポーツ施設の充実等

を通して、市民が親しめるスポーツ・レクリエーション活動やトップアスリートとの

交流の機会を提供するともに、スポーツ活動を支える人材と団体の育成等に努め

るなど、誰もが「する」「みる」「まなぶ」「ささえる」というスポーツ・レクリエーション

の環境を整備する必要があります。

市民の誰もが、気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、体を動かすことの

楽しさを実感し、スポーツを通じた市民一人ひとりの健康、体力の維持・増進、

心身ともに健康で楽しく毎日が過ごせることを目指します。

（スポーツ・レクリエーション）

１　現状と課題

２　 基本目標

４第 節 スポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくりスポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくり
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スポーツ教室の

開催と参加者数

スポーツ指導者

講習会の開催と

参加者数

65教室

2回

1,110人

120人

65教室

３回

1,500人

200人

３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） スポーツ ・

レクリエーション

に親しむ機会の

充実

（２）スポーツ ・

レクリエーション

活動体制の充実

（３）スポーツ ・

レクリエーション

団体の育成

（４）スポーツ ・

レクリエーション

施設の充実

･多くの市民がスポーツに親しめるきっかけとなるよう

に、 幅広い年齢層でも気軽に楽しめるスポーツ教室や

イベントを開催し、 スポーツ ・ レクリエーションに親しむ

機会を充実します。

･地域で活動するスポーツ指導者等の資質を高めるため

指導者講習会などを充実するとともに、 ボランティア

が活躍できる場の提供を推進します。

･多くの市民がスポーツ ・ レクリエーション活動を楽しめ

るよう、 スポーツ ・ レクリエーション団体の活動を支援

します。

･施設の適切な維持管理と市民ニーズに合わせた施設を

充実します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

開催数

開催数

参加者数

参加者数

八潮市スポーツ推進計画
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急速な少子高齢化や核家族化、都市化の進行によって、住民相互のつながり

の希薄化が進む中、社会的孤立の問題や身近な生活課題など、地域福祉の課題

は多様化・複雑化しています。

そのような中、生活困窮やひきこもりといった従来からの問題に加えて、高齢

の親と無職の子どもの家庭の「8050問題」や、介護と子育てを同時に行う「ダブ

ルケア」といった複数の課題を抱える世帯など、新たな問題が生じています。

また、昨今の高齢化の進行や非正規労働者の増加、長引く新型コロナウイルス

感染症の影響、ウクライナ情勢や円安などを起因とする物価高・燃料高などといっ

た要因から生活困窮に陥る人が増えています。

生活困窮者の抱える課題は、経済的困窮をはじめとして、就労活動の困難、

病気などといった身体的不安、住居の確保、債務の問題など多岐にわたり、多様

化・複雑化しています

住民をはじめ、地域における様々な関連団体、社会福祉協議会、市が連携し、

地域の課題解決に取り組むため、地域住民や地域の多様な主体が参画し、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現

に向けて、地域の課題解決を目指します。

（地域福祉・生活福祉）

１　現状と課題

３　施策の内容

２　 基本目標

項目 施策の展開

（１） 相互扶助意識

の高揚

･地域福祉を担う人材の育成や地域福祉活動の充実を図

り、 地域福祉の基盤整備となるコミュニティ活動への地

域住民の参加を促進し、 自助 ・ 互助 ・ 共助 ・ 公助の適

切な役割分担のもとで相互に補完し合う福祉意識を醸

成します。

5第 節 互いに支え合い誰もが安心して暮らせる社会づくり互いに支え合い誰もが安心して暮らせる社会づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（２）地域福祉環境

の整備

（４）生活の安定の

ための支援

（３）地域福祉活動

の充実

･地域の特性に応じた福祉サービスが提供できるよう体

制の確立を推進します。

･適切な保健、 医療、 福祉サービス及びボランティア団

体等の活動を総合的かつ効率的に提供できるよう、ネッ

トワークの構築や提供体制を整備します。

･生活に困窮する人の経済的自立と生活意欲の増進を図

るため、 一人ひとりの状況に応じて生活保護制度や各

種支援制度を活用し、 相談、 助言、 指導を行う体制整

備を行います。

･適正な保護活動を実施します。

･地域福祉活動の中核となる八潮市社会福祉協議会をは

じめとする地域福祉団体の基盤強化や育成を実施し、

連携を促進します。

･地域福祉に関わる各種ボランティア活動の充実を図る

ため、 ボランティアの育成指導及び組織強化を行い

ます。

･地域社会と密接な関係にある民生委員 ・児童委員の活

動強化のため、 支援を行います。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

ボランティア活動団体

登録数

就労支援プログラムに

基づく就労率

173件

30％

185件

40％

八潮市地域福祉計画
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本市の人口に占める65歳以上の割合は、22.6％（令和５年10月１日）で全国

の29.1％（令和５年10月１日）を下回っているものの、今後、ひとり暮らし高齢者

の世帯や高齢者のみの世帯の増加が見込まれ、支援を必要とする高齢者が増加

することが想定されます。

このような中、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、将来を見据

えた計画的な介護サービスの基盤整備、介護予防による健康寿命の延伸、ひとり

暮らし高齢者等への生活支援体制の整備、認知症施策や在宅医療と介護の連携

の推進など、より一層充実していく必要があります。

高齢者が健康でいきいきと安心して暮らし続けられるまちを目指します。

（高齢者福祉・介護）

１　現状と課題

２　 基本目標

6第 節
健康でいきいきと安心して暮らし続けられる
長寿社会づくり
健康でいきいきと安心して暮らし続けられる
長寿社会づくり
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３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） いきいきと活力

ある高齢期を過

ごすための支援

（２）住み慣れた地域

で安心して最期

まで暮らすこと

ができる環境の

整備

･高齢者が自身の健康管理に関心をもち、 積極的に健康

づくりに取り組むことを支援します。

･高齢者の孤立化を未然に防止するため、 地域における

世代間交流や地域活動への参加等を通じて、 高齢者の

生きがいづくりを促進します。

･在宅療養の高齢者に対する医療 ・介護関係者等との連

携を図るとともに、 看取りやターミナルケアへの理解促

進のための普及啓発活動を実施します。

･高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよ

う、 高齢者の見守り体制や高齢者在宅福祉サービスの

充実を図るとともに、 日常生活を支える生活支援体制

を強化します。

（３）認知症にやさし

い環境の整備

（４）介護保険

サービスの充実

･認知症に関する正しい知識と理解の普及とともに、 早

期発見、 早期対応のための支援体制を構築します。

･介護保険制度における「居宅サービス」、「施設サービス」

及び「地域密着型サービス」の各サービスを充実します。

･サービスの質の向上、 介護保険制度の安定的な運営を

推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

体操教室参加者数

認知症サポーター養成者数

1,561人

5,782人

1,600人

6,800人

八潮市高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業計画
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（障がい者（児）福祉）

障がいのある人が地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現の

ためには、それぞれの障がいの状態に応じた相談体制、障がい福祉サービスや

在宅サービスの充実が求められています。

また、障がいのある人の重度化や高齢化が進む中、障がいのある人を介助する

家族の高齢化も進んでおり、親亡き後を見据え、障がいのある人が自分らしく

自立した生活を送れるよう、暮らしの場・活動の場の提供や地域生活への移行

支援、一般就労への移行促進など、地域全体で支えていく必要があります。

さらに、道路や公共施設等のバリアフリー化や、差別や偏見の解消といった心の

バリアフリー化等、当事者の立場に立ったまちづくりを進めていく必要があります。

障がいのある児童の支援については、障がいの特性やライフステージに沿っ

て、保健・医療・保育・教育など、関係機関との連携を図り、切れ目のない一貫した

支援体制を構築していく必要があります。

１　現状と課題

３　施策の内容

身体障がい、知的障がい、精神障がい等、全ての障がいのある人が地域で安心

して日常生活や社会生活を送ることができるまちづくりを目指します。

２　 基本目標

項目 施策の展開

（１） 地域生活を

支えるサービス

の充実

（２）障がい者（児）

施設の充実

･障がいのある人が、 必要なサービスを的確に利用でき

るようにサービス提供体制の整備を推進し、 障がい福

祉サービスや在宅福祉サービスを充実するとともに、

関係機関と連携して障がい者 （児） とその家族に対す

る相談体制を整備します。

･事業所やＮＰＯ法人等と協働し、 障がいのある人が日

中に活動する場を確保します。

７第 節 障がい者の安心を支える社会づくり
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項目 施策の展開

（３）障がい児等の

早期療育の充実

（４）社会参加の促進

（５）安全 ・安心の

まちづくりの

推進

･乳幼児の健康診査等により、 障がいの早期発見ととも

に、 早期の療育を受けられるよう、 障がいの状態や特

性に応じた適切な相談、 指導及び訓練など、 地域での

相談支援体制の整備 ・充実、 関係機関との連携強化を

図ります。

･心身障害児訓練施設等での療育体制を強化します。

･障がいのある人が、 いきいきと充実した生活を実現し、

障がいの有無にかかわらず交流が深められるよう、 文

化やスポーツ活動等を推進します。 また、 障がい者雇

用の促進や職域の開拓等により、 障がいのある人の就

労を支援します。

･障がいのある人が安心して行動できる移動手段の確

保、 建築物や道路、 交通機関のバリアフリー化を進め

るなど住みよいまちづくりを推進します。 また、 障が

いのある人が安心して生活できるよう障がいに対する

理解を深めるための取組を実施します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

障がい者 （児） に対する

障がい福祉サービス及び

障がい児通所給付の利用割合

就労支援センター登録者の

就労率

13.5％

63.5％

14.9％

76.2％

５　関連計画

八潮市障がい者行動計画 ・八潮市障がい福祉計画
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（防災・減災）

平成28年の熊本地震や令和６年の能登半島地震などの大規模な地震、気候

変動の影響により大型化した台風や線状降水帯、竜巻などが発生し、日本各地に

甚大な被害を与えており、市民の防災・減災に対する関心が高まっています。

また、大震災などの教訓を踏まえ、女性、高齢者、障がいのある人などの多様な

視点を取り入れた対策が求められています。

このようなことから、「八潮市防災基本条例」を施行し、自助・共助・公助の役割

を定め、災害予防活動、災害発生時の応急活動、復旧活動等を規定する「八潮市地

域防災計画」を必要に応じて見直すとともに、災害が起きた際には、迅速かつ的確

な初動対応・応急活動を実行し、早期に復旧・復興が行えるよう強くしなやかなま

ちづくりを進める必要があります。

今後も、市民の防災意識を高め、市民や企業などと行政の連携により地域防災

体制を強化するとともに、避難行動要支援者に対する支援を推進する必要があり

ます。

１　現状と課題

災害発生時における被害を最小限に抑えるため、市民一人ひとりが自ら命を

守る行動をとり、地域の人々が助け合い、市民の安全を確保する体制を整える

ことを目指します。

２　 基本目標

１第 節 災害に強いまちづくり
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３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） 地域防災計画

の推進

･災害に強いまちづくりを進めるため、 国、 県、 防災関

係機関、 自主防災組織、 消防団、 ボランティア等との

連携を強化するとともに、 災害時応援協定の締結を推

進し、 防災体制を充実します。

･八潮市備蓄計画に基づき、 平時から災害に対する備え

を充実します。

（３）避難行動

要支援者対策の

推進

･平常時から周りの要支援者に関する情報の把握 ・ 共有

に努めながら、 地域において支援者自身を危険にさら

すことなく、可能な範囲で助け合いを行う 「互助・共助」

の体制の確立に取り組みます。

･個別避難計画への自発的な登録がされるよう周知 ・

啓発を推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

災害時応援協定等締結数

防災士資格取得支援計画の

達成率

67件

39％

79件

100％

八潮市地域防災計画

八潮市備蓄計画

八潮市災害時受援計画

八潮市業務継続計画

八潮市国土強靱化地域計画

八潮市地域福祉計画

（２）地域防災力の

強化

･防災訓練や防災に関する研修を通じて、 市民への防災

知識の普及啓発を図るとともに、 自主防災組織の活動

を促進します。

･災害発生時に共助の取組が実行されるよう地区防災計

画の作成を支援するとともに、 地域の防災リーダーを

育成する観点から防災士の資格取得支援を計画的に実

施し、 地域防災力を強化します。

総合戦略
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（危機管理・消防）

近年、新型コロナウイルス感染症をはじめとするさまざまな感染症の発生、他

国による一方的な領有権主張に起因する軍事的な緊張の高まりや弾道ミサイルの

発射、テロなど多くの危機事象が生じる中、国や県と連携を図りながら、市民の安

全を守るための組織的かつ的確な対応が求められています。

本市では、これまで「八潮市危機管理指針」や「国民保護に関する八潮市計画」、

「八潮市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定し、危機管理体制の構築に

取り組んできました。今後、危機事象が発生した場合に、その被害を最小限に

抑え、市民の生命､身体及び財産を守るために、市民や企業などと行政の連携に

よる総合的な危機管理体制の整備に向けた取組が求められます。

消防行政においては、平成27年10月に草加八潮消防組合が発足、平成28年

４月から草加八潮消防局として運用を開始し、スケールメリットを活かした広域的

な消防力の充実・強化に努めてきました。また、近年は日本各地で大規模な地震や

異常気象に伴う風水害が発生し、迅速かつ的確な対応が求められることに加え、

高齢化の進展に伴う救急搬送の増加など、消防・救急救助を取り巻く環境は厳し

さを増しており、災害などから市民の生命や財産を守るため、消防団を中核とし

た地域消防力の強化や草加八潮消防組合における広域かつ効率的な消防・救急

救助体制の更なる強化の必要性が高まっています。

１　現状と課題

新型インフルエンザ等の感染症、武力攻撃事態、テロなどの危機事象に的確に

対応できる体制を目指します。また、市民が安心して暮らせるよう草加八潮消防

組合における消防・救急救助体制の強化を支援します。

２　 基本目標

2第 節 危機に備えた体制づくり



69

（３）消防体制の強化

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 危機管理体制

の充実

･市民の生命、 身体及び財産や日常生活に重大な被害を

及ぼす事態などに、 迅速かつ的確に対処するため、 危

機管理体制を強化します。 また、 職員一人ひとりの危

機事象への対応力向上のため、 日ごろから危機管理意

識を醸成します。

･新型インフルエンザ等対策行動計画を随時見直すとと

もに、 関係機関と連携を図り、 新たな感染症発生に

備えた体制づくりを進めます。 また、 感染症対策への

意識向上のため、 市民への継続的な普及啓発を行い

ます。

･初動体制の強化、 消防施設 ・ 設備 ・ 資機材を計画的

に整備するとともに、 消防力の充実 ・ 強化のため、

草加八潮消防組合との連携を強化し、 支援を推進し

ます。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

内閣官房が実施する緊急情

報ネットワークシステム

月例導通試験結果

感染症対策の講座等の回数

91.7％

４回

100％

４回

５　関連計画

八潮市危機管理指針

八潮市新型インフルエンザ等対策行動計画

国民保護に関する八潮市計画

（２）感染症対策の

推進
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（防犯）

近年、特に高齢者を狙った犯罪が急増しているとともに、ＩＣＴの急速な進化な

どにより犯罪が多様化・複雑化しています。一方で、高齢化、核家族化、ライフスタ

イルの多様化に伴い、地域の防犯力の低下が懸念されています。

本市の街頭犯罪は八潮駅周辺に集中しており、特に自転車盗が多いという

特徴があります。

これまで本市では、警察や防犯協会などの関係機関、地域の防犯団体と連携

し、啓発活動やパトロールの実施など地域における取組を推進するとともに、防犯灯

や防犯カメラの整備に努めてきましたが、防犯対策の強化を図る必要があります。

１　現状と課題

市民や地域との協働により犯罪の起こりにくいまちづくりを進め、犯罪のない

安全で快適なまちを目指します。

２　 基本目標

３第 節 犯罪のない安全で安心なまちづくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（３）警察署 ・交番の

誘致

（１） 防犯力の強化

（２）防犯施設の整備

･防犯協会、 町会 ・ 自治会、 学校等と連携し、 防犯対策

の普及啓発を進めます。

･犯罪の起こりにくいまちづくりを進めるため、 地域コ

ミュニティによる防犯活動の活性化を促進します。

･地域におけるパトロールを実施し、 地域防犯力を強化

します。

･町会 ・ 自治会と連携して防犯灯の整備を促進するとと

もに、 警察と協議しながら防犯カメラを計画的に整備

し、 犯罪の起こりにくいまちづくりを推進します。

･市民要望などを踏まえ、 県や警察本部に対し、 警察署

の設置と交番の増設、 警察官の増員を要望します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

犯罪認知件数

全防犯灯数

788件

3,669灯

660件以下

3,790灯

５　関連計画

八潮市防犯推進計画

総合戦略

総合戦略
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（交通安全）

近年の地球温暖化対策の取組や健康志向の高まりにより自転車の利用が増加

する一方で、自転車による交通事故の増加や交通ルールを遵守する意識とマナー

の低下が社会問題となっています。

また、八潮駅周辺を中心とした市街地整備の進展による人口増加や、人や車の

流れの変化に伴い、本市の交通環境は大きく変容しています。

このような中、交通安全対策として、警察や交通安全関係団体と連携して、

交通安全教育や啓発活動を実施し、交通安全意識の醸成を図るとともに、交通

安全施設の整備を進めています。

１　現状と課題

交通ルールを遵守する意識やマナーの向上を図るとともに、自動車、自転車、

歩行者が互いに思いやりと譲り合いの気持ちをもつことで、安全で快適な交通

環境を目指します。

２　 基本目標

４第 節 交通事故のない安全で安心なまちづくり交通事故のない安全で安心なまちづくり



73

３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） 交通安全意識

の高揚

（２）交通安全施設

の整備

･交通安全教室や交通安全運動を通じて市民の交通安全

意識を醸成します。 また、 自転車運転者に対する交通

ルールの徹底と交通マナーの向上、 及び自転車用ヘル

メットの普及に取り組みます。

･市街地整備の進捗状況や交通環境を考慮しながら、

道路照明灯、 道路反射鏡、 道路標示等の交通安全施

設を計画的に整備するとともに、 維持 ・ 管理を推進し

ます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

人身交通事故件数

道路照明灯 ・反射鏡設置数

207件

4,813基

150件以下

4,950基

八潮市交通安全計画

総合戦略
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（消費者保護）

少子高齢化、情報通信技術の進展により、消費者を取り巻く環境は日々変化し

ており、クレジットカード、電子マネー、通信・訪問販売、インターネット取引等の多

種多様なサービスの提供が行われています。一方で、商品の販売方法や契約など

のトラブルが増加するとともに、高齢者を狙った振込詐欺等が多発しており、消費

者からの問い合わせや相談内容も年々多様化・複雑化する傾向にあります。

このような中、本市では消費生活相談を実施するなど消費者保護の充実を

図るとともに、消費生活に関するセミナーの開催や情報の提供、消費者団体との

共催による消費生活展の開催など、消費生活情報の提供に努めています。

１　現状と課題

消費者の安全と利益を守るため、相談事業の充実や消費者団体の育成を図る

とともに、消費者が正しい知識をもち、自立して合理的な判断のもと消費活動を

行える環境づくりを目指します。

２　 基本目標

5第 節 安全・安心で豊かな消費生活づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 自立した消費者

の育成

（２）消費者保護対策

の推進

（３）消費者団体の

育成 ・協働

･消費者意識の高揚と主体的かつ合理的な消費行動がと

れるよう、 市民や関係機関と協働し、 啓発活動や消費

者教育を充実します。

･消費者と事業者間のトラブル解決を支援するため、 県

の消費生活支援センターをはじめとする関係機関との

連携を強化し、 消費生活の相談体制を充実します。

･消費者への啓発活動などを行っている消費者団体を育

成するとともに、 その活動を支援します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

消費生活セミナーの回数

消費生活相談件数

１回

497件

2回

480件
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（農業）

本市は、古くからの農業地域であり、現在は、都心に隣接した立地条件を活かし

て小松菜や枝豆等をはじめとする野菜の施設栽培が盛んに行われています。

また、市内に多く存する生産緑地等の農地は、農作物の生産や農業体験の場

であるのみならず、都市と自然の調和、環境や景観の保全、大雨時の遊水機能の

役割も担っています。

このような中、本市では農地の耕作、管理等を市民等との協働で行う取組を

通して、市民の農業や農地保全への理解を促進するとともに、各種イベントを通じ

て地産地消の推進や農業に親しめる環境づくりに努めています。

一方、農業従業者の高齢化、後継者不足等により、農家数、農業就業人口、

耕作面積、農業生産額が年々減少するとともに、未利用農地の増加が深刻な課題

となっています。

１　現状と課題

３　施策の内容

農業者が付加価値の高い農産物を生産し、市等の支援で農商工連携に取り組

むことで、新たな事業を生み出し、販路拡大を目指します。また、市民が日頃か

ら市内の農業に親しむとともに、地産地消の考え方が普及し、市内で生産された

農産物の消費拡大を目指します。

２　 基本目標

項目 施策の展開

･農業団体への補助等を通じ、 強化 ・育成するとともに、

農業後継者の強化のために技術指導や経営能力の向上

を促進します。

･八潮市明日の農業担い手育成塾への補助等を通じ、 新

規就農希望者を育成します。

･地域計画等の施策に基づき、 遊休農地の減少につなげ

ます。

･農業後継者及び意欲ある農業者を対象に認定農業者を

確保、 育成します。

（１） 農業の担い手の

育成 ・確保

１第 節 環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり

総合戦略
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４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（２）都市と共生した

農業環境の促進

（４）農地の保全と

有効活用の促進

（５）農商工連携事業

の振興

（３）地産地消の

推進と農産物の

ブランド化

･環境に優しい有機質肥料等の適正量の使用を促進する

等、 安全な農業環境の拡大を支援します。

･農業団体への補助等を通じ、 園芸用廃棄ビニールの適

正処理を促進します。

･農業用水路敷の除草作業により、 圃場の維持管理を徹

底します。

･防災協力農地の指定拡大を推進します。

･農業者、 商業者、 工業者の連携による、 八潮の農業を

活かした６次産業化を促進するとともに、 新商品の創

出を支援します。

･やしお枝豆まつりの支援、 枝豆種子代の補助等を通じ、

八潮産枝豆を生産する農業者を支援します。

･農業団体への補助等を通じ、 直売事業の安定等を図り

ます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

認定農業者数

直売所利用者数

45人

60,448人

55人

80,000人

八潮市都市農業振興基本計画

総合戦略
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（商業・サービス業）

つくばエクスプレスが開通して20年が経過し、八潮駅周辺地区は、商業・サー

ビス業等の立地も進み、本市の新たな中心商業拠点として発展を続けています。

一方、インターネット販売をはじめとする購買形態の多様化やキャッシュレス

化、大型小売店舗の進出は、市内の個店の経営や商店街の集客に大きな影響を

及ぼしています。また、物価高騰やコストの増加を価格に転嫁できていないなど、

市内全域の商業・サービス業者にとって厳しい状態が続いています。

こうした中、本市では、イベントや販売促進に結びつく各種事業を支援すること

で、商店街の活動を応援しています。

１　現状と課題

地域に密着した魅力ある店舗に、市内外からたくさんの来訪者が買い物に訪れ

るような商業エリアを目指します。

２　 基本目標

2第 節 魅力あふれる商業づくり
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３　施策の内容

４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（１） 経営安定化の

促進

（３）中心商業拠点の

形成

（２）商業環境の整備

･地域に密着したイベントや販売促進に結びつく各種事業

を支援します。

･経営相談等を充実するとともに、 魅力ある個店づくり

を促進します。

･農商工連携事業に取り組む商業者を支援します。

･八潮駅周辺を中心とする地域において、 魅力ある商業

拠点の形成を推進します。

･八潮駅周辺の事業者の組織化と市内商店会との連携を

支援し、 市内全域の商業活性化を促進します。

･空き店舗等を活用した新たな取組を検討、 推進します。

･インターネットを活用した商店会情報の提供を促進し

ます。

･商店街等のエリアの魅力向上を支援します。

･商業やサービス業の事業承継や創業を支援します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

商店会組織数

商業情報発信件数

３件

８件

４件

14件

八潮市産業経済振興基本計画

総合戦略

総合戦略
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（工業）

交通アクセスに優れている本市は、特に流通において高いポテンシャルをもち

合わせています。

一方、本市の産業を長く支えてきた工業では、大量生産品の製造拠点が労働

対価の安価な海外へ移転したことによる受注額や売上高の減少、後継者不足等の

理由により、製造業を中心とする工業関係の中小企業の廃業が進み、事業所数が

年々減少しています。

このような中、本市では、平成15年度から市内の技術者及び技能者の育成

及び確保を目的に八潮市優良技術者及び技能者表彰制度を開始するとともに、

平成28年度からは市内の優れた製品などを「八潮ブランド」として認定し、その

認定された製品を市内外に情報発信することで、八潮産の製品の信頼性を深める

とともに、地域経済の活性化に努めています。

１　現状と課題

活力ある工業づくりを充実させるとともに、市内事業所の受発注の拡大を目指

します。

２　 基本目標

３第 節 活力ある工業づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 経営安定化の

促進

（２）工業環境の整備

（３）新時代に対応す

る工業の支援

･融資制度等の各種事業を充実させ、 事業所の経営の安

定 ・強化を支援します。

･国や県、 八潮市商工会等の経済団体、 金融機関等と連

携・協力し、経営革新等に取り組む事業者を支援します。

･工場立地の適正化を進めるとともに、 工業用地の空き

情報の提供等を通して企業立地を促進します。

･事業者の事業承継や創業を支援します。

･新製品の開発や新技術の研究など、 新時代に対応する

ための取組を行う事業者を支援します。

･八潮ブランドや優良技術者及び技能者表彰において、

広報紙やホームページ等を活用し、 市内製品やものづ

くりの優良な技術等のＰＲを積極的に行い、 販路や受

発注機会の拡大を促進します。

４　関連する指標

５　関連計画

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

八潮ブランド認定件数

新規創業資金融資利子

補給制度の利用件数

15件

51件

21件

60件

八潮市産業経済振興基本計画

総合戦略

総合戦略
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（観光）

観光は本市の魅力を外部に発信し、観光客をはじめとする訪問者や、特産品・

推奨品等を購入する消費者、八潮夜市や花桃まつり等のイベント参加者など、

様々な形で本市と関わる人々を増やすことで経済効果を生み出しています。

「中川やしおフラワーパーク」では、花桃をはじめとする四季の花々が咲き誇

り、「中川やしお水辺の楽校」では、水辺における環境学習や自然体験活動等がで

きる場所として多くの人が訪れています。

また、やしお駅前公園では、一般社団法人観光協会や関係団体等が一年を通じ

て各種イベントを開催し、にぎわいあるまちづくりに貢献しています。

さらに、歴史的文化財や工場見学ができる事業所など、特色ある観光資源を

活かし観光振興に関する様々な取組を行っています。

１　現状と課題

魅力ある観光資源を活かした観光振興の推進及び促進を図り、交流人口の増

加を目指します。

２　 基本目標

４第 節 にぎわいあふれる観光づくり
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４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

観光入込客数

観光情報発信件数

177,000人

20件

197,000人

30件

５　関連計画

八潮市首都圏桃源郷づくり構想

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 観光の振興

（２）観光情報の提供

･一般社団法人八潮市観光協会及び中川やしお子どもの

水辺運営協議会と連携し、 「中川やしおフラワーパーク」

及び 「中川やしお水辺の楽校」 の適切な維持管理及び

活用を促進します。

･観光事業を推進するため、 一般社団法人観光協会や中

川やしお子どもの水辺運営協議会等の団体活動を支援

します。

･一般社団法人八潮市観光協会や関係団体等の団体と連

携し、 特色ある観光資源の発掘や既存の観光資源の発

展を推進します。

･多様な観光ニーズを捉え、 様々な媒体を活用して、

効果的な観光情報を提供します。

総合戦略
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（労働）

近年、雇用環境は、経済のグローバル化や産業構造の変化等により大きく変化

しています。定年の延長が行われ、男女の雇用機会の均等が進む一方で、依然と

して若年者や高齢者、障がいのある人、女性、外国人等の公平、公正な雇用の実現

には課題があります。特に、非正規労働者や派遣労働者の増加が問題になってい

ます。また、中小規模の事業所では、単独で労働者の福利厚生等を充実していく

ことが困難な状況にあり、労働者の余暇時間の充実や生活の質の向上が求めら

れています。

そのため、本市では、労働者向けのセミナーや、中高年や女性の求職者を支

援するために関係機関と共催でセミナーを開催するとともに、八潮市ふるさと

ハローワークを開設し、求職者が活動しやすい環境の整備を行っています。

１　現状と課題

様々な労働者が、いきいきと働き、生活できる適切な就労環境づくりを目指し

ます。

２　 基本目標

5第 節 いきいきと働ける就業環境づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 労働福祉の充実

（２）就業環境の整備

促進

（３）労働教育の推進

（４）雇用の安定

･労働問題に関する情報の提供や相談業務の案内等、

就業環境の改善に向けた支援を行います。

･中小規模の事業者が行う福利厚生事業を支援します。

･中小企業退職金共済制度の加入を促進します。

･関係機関との連携により、 誰もが働きやすい就業環境

づくりを促進します。

･労働セミナー等の開催を通して労働教育に努め、 労働

問題に関する正しい知識の普及を推進するとともに、

多様な働き方の実現に向けて意識啓発を実施します。

･草加公共職業安定所や八潮市ふるさとハローワーク等

の関係機関との連携により、 若年者や高齢者、 障がい

のある人、 女性、 外国人等、 一人ひとりに応じた就労

情報を提供します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

中小企業退職金共済補助

対象者数

若年者職業相談件数

176人

9件

200人

23件
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（土地利用・市街地整備）

本市は、土地区画整理事業による市街地整備等により市街地の都市的土地

利用への転換が進んでおり、東京都に隣接する立地条件と公共交通の利便性の

高さから人口増加が続いています。また、全国的な人口減少・少子高齢社会を

迎え、本市においても住む、働く、学ぶ、憩うといった日常生活や活動が、安全か

つ快適に行われる持続可能な土地利用が併せて求められています。

今後も、市民が安全かつ快適に暮らし続けることができるように、基本構想に

定めた都市構造図や都市計画に関する基本的な方針に基づき、地域特性を活かし

たまちづくりを進める必要があります。

１　現状と課題

３　施策の内容

地域特性を活かした均衡ある土地利用が図られたまちを目指します。また、

核と拠点における都市機能等の維持・形成を目指します。

２　 基本目標

項目 施策の展開

（１） 地域特性を活か

した土地利用の

推進

（２）核と拠点の形成

･都市計画制度や立地適正化制度等の運用により、 地域

特性を活かした持続可能なまちに寄与する土地利用を

推進します。

･市全体の都市機能が集積し、 都市活動の中心となる都

市核や地域の拠点となる地域核の形成を図り維持して

いきます。

･北部拠点では、 東埼玉道路や東京外かく環状道路に

よる良好な交通アクセスを活かしつつ、 （仮称） 外環

八潮パーキングエリアや、 （仮称） 外環八潮スマートイ

ンターチェンジ等の整備に併せ、 産業施設 （流通業務

施設、モノづくり施設、商業施設等） の集積や （仮称）

道の駅やしおの整備等による拠点の形成を図ります。

１第 節 地域特性を活かした都市空間づくり

総合戦略
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４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（３）土地区画整理

事業の推進

（４）地域の特性を活

かしたまちづく

りの推進

･市街地開発事業 （土地区画整理事業等） により快適で

住みやすいまちづくりを推進します。

･良好な都市環境の形成を図るため、 「八潮市みんなで

つくる美しいまちづくり条例」 等の運用により、 地域特

性を活かしたまちづくりを推進します。

また、 市民主体によるまちづくりを支援します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

都市機能誘導区域への

施設誘導
０施設 ２施設

使用収益開始面積 168.4ha 197.9ha

八潮市都市計画マスタープラン 八潮市立地適正化計画

南部東まちづくり推進地区まちづくり計画

北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画
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道路・交通網は、地域を結び、人の交流を支え、都市の活力を創出する重要な

社会基盤です。

本市の道路環境は、四方を河川や水路に囲まれていることから、橋りょう付近

に車両が集中し、交通渋滞が発生しやすくなっていましたが、新中川橋の開通や草

加三郷線（けやき通り）が柳之宮橋までつながったことにより、交通の流れが変わっ

てきています。今後も引き続き、計画的な幹線道路の整備が求められています。

公共交通については、つくばエクスプレスの開通により都心などへのアクセス

が向上しましたが、更なる輸送力の強化を図るため、つくばエクスプレスの東京駅

への延伸や一編成８両化の早期実現、地下鉄８号線（都市高速鉄道東京８号線）の

実現が求められています。

また、市内や近隣自治体などへの移動手段として、路線バス網やコミュニティ

バスを整備してきましたが、高齢化の進展や地球温暖化対策の観点から、公共交

通の重要性が高まると考えられるため、誰もが安全で快適に利用できる公共交通

の実現に向けて、市内の拠点を結ぶ路線の再編や、新たな交通システムの導入の

検討が必要です。

（道路・交通）

１　現状と課題

市内の主要な幹線道路や生活道路等の整備や改良を進めるとともに、公共

交通の充実により、誰もが快適で便利に移動することができるまちづくりを目指

します。

２　 基本目標

2第 節 快適で便利な道路・交通網づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 幹線道路の整備

（２）生活道路の整備

（3）道路維持管理

の充実

（4）つくばエクスプ

レスの利便性の

向上

（5）地下鉄８号線の

導入の促進

（6）公共交通の充実

･市内の主要幹線道路である国道や県道、 橋りょう等の

道路整備を促進するとともに、 本市の骨格を形成す

る都市計画道路の整備を計画的に推進します。

･誰もが快適で便利な交通網を整備するため、 利用者

のニーズを把握しながら、 バス路線網等の維持 ・ 充実

を推進します。

･公共交通の利便性を向上させるために、 オンデマンド

交通やＭａａＳの導入など、 利用環境整備の検討を進

めるとともに、 新たな移動手段の導入を検討します。

･広域的な視点による新たな交通システム （ＢＲＴ等）

の導入に向けて検討を進めます。

･核と拠点を結ぶ道路交通ネットワークの形成を推進し

ます。

･市民生活の利便性と安全性を向上させるため、 生

活道路の新設や改良等を計画的に行うとともに、 歩

行者や自転車等の通行に配慮した道路整備を推進し

ます。

･沿線自治体や鉄道会社と連携を図りながら、 つくば

エクスプレスの輸送力の強化を促進します。

･地下鉄８号線が本市を南北に縦断するルートで早期

に導入されるよう、 関係機関等とともに要望活動等

に取り組みます。

･安全で、 誰もが利用しやすく人にやさしい道づくりを

進めるため、 市民との協働により、 道路の清掃や緑

化を行うとともに、 放置自転車や立て捨て看板の対

策を実施し、 良好な道路景観形成の誘導と安全な道

路環境の保全を推進します。

･事故を未然に防ぐため、 予防保全型の維持管理を計

画的に進めるとともに、 道路パトロールと道路補修業

務の強化等による危険箇所の早期発見、 早期対応に

努め、 適切な維持管理を行います。

総合戦略
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４　関連する指標

５　関連計画

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

都市計画道路の整備率

市道の改良整備率

79.6％

76.1％

85％

79％

八潮市舗装個別施設計画

八潮市地域公共交通計画

八潮市橋梁長寿命化修繕計画

八潮市立地適正化計画

八潮市都市計画道路網構想
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（景観、公園・緑地）

本市では、建築物や屋外広告物の規制・誘導をはじめ、事業者との協働による

景観づくりにより、八潮駅周辺において良好な街並みが形成されています。また、

公園や緑地の整備等による緑化の推進や、河川、用水路等の水辺空間を活用し、

景観に配慮した水と緑のネットワークの形成が進められています。さらに、公園や

緑地には、コミュニティ活動の場や、災害時の防災機能の確保を進めています。

今後も地域の特性を活かした景観形成の推進と併せ、計画的な公園整備が

必要です。また、市民等との協働による適切な維持管理や老朽化した公園施設の

計画的、効率的な改修を進める必要があります。

１　現状と課題

３　施策の内容

市民等が、自然環境に親しみ、地域の特性が活かされた街並みの中で暮らせる

まちを目指します。また、市民等が自ら公園管理や緑化活動等に取り組みやすい

環境づくりを目指します。

２　 基本目標

項目 施策の展開

（１） 魅力ある調和の

とれた景観形成

（2）公園等の整備

･屋外広告物の適正な誘導を行うほか、 市街地の良好な

街並み景観の形成に向けた施策を推進します。

･八潮駅周辺では、 市民等と協働し、 景観に配慮した秩

序ある調和のとれた街並みの形成を促進します。

･自発的な景観まちづくりを促進するため、 市民等によ

る活動を支援します。

･スポーツ ・ レクリエーション機能や防災機能を有する公

園や市民等に身近な公園等を整備します。 また、 老朽

化した公園等について再整備を進めます。

･公園遊具長寿命化計画に基づき計画的な遊具の改修等

を進めるとともに、 市民等との協働による公園管理を

推進します。

３第 節 水と緑ゆたかな都市景観づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（3）緑道 ・ 遊歩道の

整備等

（4）緑地 ・ 水辺の保

全、 緑化の推進

･河川や用水路等の資源を活用し、 景観に配慮した緑

道 ・ 遊歩道の整備や維持管理を行い、 水と緑のネット

ワーク等の形成を推進します。

･「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」 に基

づく ､ 緑と花いっぱい運動を普及するとともに、 市民

等との協働による緑化を推進します。

･都市にやすらぎと潤いを与えている貴重な緑地や良

好な水辺を保全します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

景観計画届出における景観

配慮の誘導件数

市内の都市公園面積

721件

20.85 ha

830件

21.33 ha

八潮市景観まちづくり基本計画

八潮市緑の基本計画

八潮市景観計画

八潮市公園遊具長寿命化計画

中川河川敷周辺公園等施設整備計画
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（上水道）

本市では、これまで水需要の増加に合わせ、上水道の給水区域を拡大し、安定

的な給水を行ってきました。

今後も人口増加が見込まれる一方、コロナ禍後の生活様式の変化、節水意識の

高まり、世帯構成の変化等により、近年の給水収益は減少傾向にあります。これに

対し、動力費、建設資機材の高騰等により、事業の運営に要する費用は増加してい

ます。このため、これからの水道事業には、事業の経営改善、効率化による経営

基盤の強化とお客様サービスの向上が求められています。

また、大規模災害等に対応するため水道施設の耐震化・更新を計画的に行うな

ど、持続可能な給水体制を維持していく必要があります。

１　現状と課題

３　施策の内容

誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用できていることを目指します。

２　 基本目標

項目 施策の展開

（１） 安全で良質な

水の供給

（2）水道施設の

耐震化 ・ 更新

･水道水のリスク （水質汚染、 濁り、 臭い等） の防止、

低減を図るため、 水質の検査と監視を行います。

･自己水源井については、 修繕を行うなど、 適切に運用

します。

･貯水槽の設置 ・ 管理者に対し、 適正管理、 直結給水方

式への切り替えについて助言 ・ 周知します。

･幹線管路については、 重要性の高いものから優先的に

整備を進め、 耐震管率を向上させます。

･浄配水施設については、 計画的に更新、 修繕を行うな

ど、 適切に運用します。

４第 節 安心を未来につなぐ体制づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

項目 施策の展開

（3）災害対策の

維持強化

（4）経営基盤の

維持強化

（5）お客様サービス

の向上

･様々な状況を想定した訓練を市民、 事業所、 団体等

と実施します。

･資機材の数量を維持するとともに、 より効果的 ・ 効

率的な資機材の導入を進めます。

･広域的な団体との応援体制を構築し、 災害時の体制

を強化します。

･安定的な財源の確保策について、 お客様等の意向を

踏まえながら、 具体的な検討を行います。

･官民 ・ 広域連携により、 効率的な業務の執行、 次世

代への技術の継承を進めます。

･水道施設の規模の適正化について、 検討します。

･広報紙やホームページ、 イベント等の機会を活用し、

お客様ニーズの把握、 適切な情報発信を強化します。

･デジタル技術を活用し、 申請書類の電子化、 水道料

金のキャッシュレス化に取り組みます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

基幹管路耐震管率

直結給水率

28.9％

81.8％

32.9％

83.3％

八潮市水道事業ビジョン ・ 経営戦略
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（治水・下水道）

本市は、中川、綾瀬川、垳川、大場川等の河川に囲まれた低平地となっているた

め、大雨時には浸水しやすい地域となっています。また、集中豪雨が多発する傾向

にあることから、国や県へ河川改修の推進を要望するとともに、排水施設の整備

を推進してきました。

令和６年３月には、中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されたこともあり、

引き続き河川改修の促進や排水施設等の整備を推進するとともに、水害に対する

安全性を向上させるための更なる対策が必要です。

公共下水道については、公共用水域の水質の保全のため整備を推進してきまし

たが未整備となっている地域が残っています。

今後も、引き続き公共下水道の整備を推進するとともに、災害時においても

施設の機能を十分に発揮させるため、計画的な維持管理・改修の推進や、安定し

た下水道経営を実現するため、下水道施設の効率的な利用や水洗化を促進する

必要があります。

１　現状と課題

河川改修や排水施設等の整備が進み、水害に対する安全性が向上したまちで、

市民が安全・安心に暮らしていけるまちづくりを目指します。また、公共下水道の

整備を進めることで、生活排水等を適切に処理し、河川等の水質保全を図るとと

もに、下水道事業の持続可能な経営を目指します。

２　 基本目標

5第 節 治水と水循環によるまちづくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（1） 治水対策の推進

（2）維持管理の充実

（3）水質汚濁の防止

（4）河川改修事業の

促進

･雨水幹線の整備を推進するとともに、 排水施設を整

備するなど、 内水排除の機能向上を推進します。

･雨水貯留施設等の整備を促進し、 流出を抑制すると

ともに、 治水対策に関する啓発活動を展開します。

･下水道施設は、 日常的な維持管理とともに、 計画的

な点検 ・ 改修、 耐震化を推進します。

･排水施設については、 更新 ・ 改修や排水路のしゅん

せつ等、 適切な維持管理を行います。

･中川、 綾瀬川、 垳川、 大場川等の水質汚濁を防止す

るため、 公共下水道の整備を推進します。

･水洗化促進のための取組を行い、 水洗化率の向上を

図るとともに、 安定した下水道経営を推進します。

･中川、 綾瀬川、 垳川、 大場川等について、 国や県に

よる改修事業を促進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

公共下水道普及率 （人口）

公共下水道水洗化人口

82.6％

70,333人

86.9％

77,225人

八潮市下水道事業経営戦略 八潮市下水道総合地震対策計画

八潮市下水道ストックマネジメント計画
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（住宅・住環境）

住まいは、市民が安全で快適な生活を送るために必要な基盤であることから、

子育て世帯、高齢者世帯、単身世帯等の各世代のニーズに応じた住宅づくりや

障がいのある人の生活を考慮した住宅づくりのほか、耐震性の確保や環境への

配慮等により、その質を高めることが求められています。

本市では、土地区画整理事業等の実施による計画的な宅地供給により、様々な

形態の住宅が民間の開発事業を中心に供給されていますが、今後は、高齢者や

障がいのある人に配慮した住宅整備等、福祉施策と連携した総合的な施策を展開

する必要があります。

また、住宅に困窮している世帯への対策や高齢化・核家族化により増加してい

る空き家への対策も講じる必要があります。

１　現状と課題

様々な世代、生活様式に対応した住宅が安定して供給され、市民が良質な住ま

いで安心して暮らせる住環境を目指します。

２　 基本目標

６第 節 安全で安心な住環境づくり
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３　施策の内容

項目 施策の展開

（1） 総合的な

住宅施策の推進

（2）安全で安心な

居住環境の確保

の推進

（3）住宅困窮者への

支援に向けた

市営住宅の充実

･高齢者や障がいのある人への配慮等、 福祉の施策と

連携を図りながら総合的な住宅施策を展開します。

･相談窓口を設置するとともに、 所有者等に耐震化や

住宅の質の確保に関する意識啓発等を進めます。

･住宅に困窮する世帯へ供給すべき戸数を把握し、 民

間住宅の活用を継続するとともに、 既存市営住宅に

ついては、 様々な入居者に配慮した安全で安心な居

住環境を維持します。

･市民や事業者と協働により、 空家等の適切な管理対

策の推進や利活用を促進します。

･マンションを適正に管理するための支援を推進します。

４　関連する指標

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

市営住宅長寿命化計画に

基づく改修率

（共同住宅、 住戸）

耐震化関係補助件数

０％

34件

46％

50件

５　関連計画

八潮市市営住宅長寿命化計画 八潮市建築物耐震改修促進計画

八潮市まちの景観と空家等対策計画

八潮市マンション管理適正化推進計画
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（環境保全）

本市は、都市化に伴う近隣騒音や自動車排出ガスによる大気汚染、生活排水に

よる河川の汚濁等の都市型・生活型の公害への対応を中心に環境保全施策を

実施してきました。

しかし、近年では、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスに起因する地球

温暖化の影響が地球全体の大きな課題となっています。このことから、カーボン

ニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて令和３年４月26日に、草加市、越谷市、

八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町の５市１町が、二酸化炭素排出を2050年まで

に実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」を共同宣言しました。

また、本市では、「八潮市環境基本計画」を策定し、計画的に温室効果ガスを

削減し、地球環境への負荷を低減する取組を行っています。

環境問題は私たちの大量生産、大量消費、大量廃棄に象徴される生産活動や

消費生活によるものであることを認識し、自然環境の保全や河川の浄化、環境

汚染対策、地球温暖化防止等に対する市民の意識を啓発するとともに、市民、

事業者、ＮＰＯ等と協働し、省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入等に取り

組み、脱炭素社会の実現による持続可能な環境にやさしいまちづくりを進める

必要があります。

１　現状と課題

市民と行政が一体となって、地球温暖化の防止のために省エネルギーやエコ

活動等の環境活動に取り組み、水と豊かな緑に囲まれた地域の自然や生活環境を

守り、持続可能な環境にやさしいまちを目指します。

２　 基本目標

７第 節 環境にやさしいまちづくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（1） 地球環境問題

への対応

（2）環境保全対策

の推進

･市民、 事業者、 ＮＰＯ等と協働し、 エコ活動等環境負

荷低減の取組を推進します。

･再生可能エネルギー等の利用等への取組に向けた普

及啓発活動を推進します。

･工場、事業所等の騒音、振動、悪臭等の調査を実施し、

指導を強化します。

･市内の水環境を把握するため、 河川水質調査を実施

します。

･市民、 事業者、 ＮＰＯ等と協働し、 自然環境や希少野

生動植物の保護等に取り組みます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

太陽光発電システム等

設置補助金による

設備導入件数

八潮市の温室効果ガス

排出量 （千t-CO2）

54件

R4 実績

597.7 千t-CO2

55件

394.4 千t-CO2

八潮市環境基本計画
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（環境衛生）

地球環境問題が深刻化する中、限りある資源を有効に活用し、環境負荷の少ない

循環型社会の構築が求められています。

本市では「ごみを出さない（Reduce）」「再使用する（Reuse）」「再生利用

する（Recycle）」の３Ｒの啓発活動を実施し、市民や事業者において取組が進め

られたことにより、人口が増加し続ける中でも、近年のごみの排出量は、減少

傾向となっています。しかし、今後も開発等による人口増加が見込まれることか

ら、ごみの排出量が増大することのないよう、徹底した排出抑制や分別及びリサイ

クルを市民や事業者とともに推進する必要があります。

加えて、廃棄物の安全で確実な処理及び施設の老朽化への計画的な対応や

資源化に対する取組を推進する必要があります。

さらに、近年では廃プラスチックの有効利用率の低さや海洋プラスチックごみ

等による環境汚染が世界的な課題となっており、プラスチックごみの資源化の

取組が求められています。

また、本市では地域の美化活動が市民、事業者、各種ボランティア団体を中心

に活発に行われており、今後もごみのないきれいな街並みを維持するため、協働

して環境美化活動を推進する必要があります。

１　現状と課題

市民、事業者、行政が一体となり、ごみの減量化及び資源化に取り組み、循環型

社会の実現を目指します。

２　 基本目標

８第 節 清潔できれいなまちづくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（1） ごみの減量化 ・

資源化の推進

（2）ごみの独自処理

の推進

（4）環境衛生事業

の充実

（3）環境美化活動

の推進

･徹底したごみの分別排出や分別等を推進するため、

市民、 事業者、 関係団体等と連携し、 機会を捉えて、

市民意識の醸成に取り組みます。

･リサイクルプラザの老朽化対策を図るとともに、 施設

や周辺の環境に配慮しながら適正な処理及び資源化

を推進します。

･定期的な害虫駆除対策、 空き地の雑草類の除去や適

正な動物の飼育の啓発等、 地域の環境衛生を守るた

めの取組を推進します。

･市民意識の向上を図るため、 関係団体と連携し、 地

域に根ざした環境美化活動を推進します。

･分別方法や収集処理体系の見直し等を行い、 適正な

処理を推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

一人一日あたりの

ごみ排出量

（家庭系可燃ごみ）

資源化率

（可燃ごみ、 不燃ごみ、 資源ごみ

（事業系含む） のうち、 資源となる

ものの割合）

494.66ｇ

10.05％

412.00ｇ

15.35％

八潮市一般廃棄物処理基本計画 八潮市環境基本計画
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（協働・市民参画）

少子高齢化やライフスタイルの変化などによって、地域が抱える課題は、従来

よりも複雑になっており、行政による一律的なサービスの提供では解決が難しい

問題も見られます。これらの課題は、市民、地域コミュニティ、ＮＰＯ、事業者等と

の「協働」によって、効果的に解決できる可能性があります。このため、様々な分野

において、それぞれの特性を活かし、互いに協力関係を保ちながらまちづくりを

進めていく必要があります。

このようなことから、本市ではこれまで、生涯学習機会の充実を図るなど協働

のまちづくりの担い手となる人材の育成に努めてきました。また、市民の権利と

責務、市議会と行政の責務を明らかにし、それぞれが協働し、自治を実現すること

を目的とする「八潮市自治基本条例」を制定し、それに基づき、市民の参画、協働、

情報共有、情報公開を原則として、市民との検討や協議を行いながら、協働の

まちづくりを推進しています。今後は、協働について市民へ更に周知していくとと

もに、市民団体等の活動の広がりを市民の参画や協働につなげていく仕組みづく

りが求められています。

また、協働によるまちづくりを進めていくためには、市政に関する情報の共有

が不可欠であり、市が保有する情報を積極的に公開する必要もあるため、「八潮市

情報公開条例」に基づき個人情報等については適切な取扱いを行った上で情報

公開制度を運用するなど、市民への積極的な情報公開に努めています。今後も、

個人情報の保護に努めながら、情報公開の充実を図っていく必要があります。

１　現状と課題

市民と行政がともに力を合わせ、役割分担を行い、課題解決に向け、それぞれ

積極的に取り組める環境を整備することを目指します。

２　 基本目標

１第 節 市民との協働によるまちづくり
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４　関連する指標

３　施策の内容

項目 施策の展開

（1） 協働によるまち

づくりの推進

（1） 市民と行政との

情報共有の推進

･協働のまちづくりの担い手を育成するため、 まちづく

り出前講座を充実するとともに、 市民や市民団体等

が課題解決に向けて、 主体的に活動に取り組むため

の環境の整備を進めます。

･公正で透明性の高い行政運営のため、 情報公開制度

の改善や充実を推進します。

･個人情報保護制度を適切に運用し、 市民の権利利益

を守ります。

･協働に対する考え方を引き続き周知していくととも

に、 市民が審議会等へ参画できる機会の充実に取り

組みます。

･市民意識調査や市民の声ボックス等により市民ニーズ

を把握し、 市政に反映していきます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

審議会等の人数に対する

公募人数の割合

ボランティア・ 市民活動団体

登録数

21％

238団体

25％

300団体
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（コミュニティ）

地域におけるコミュニティは、地域住民が互いに助け合い、より住みやすい

良好な地域社会の形成とともに、災害発生時における地域の安全･安心の確保

という重要な役割を担ってきました。特定の分野に特化した活動を目的とした

テーマ型のコミュニティ活動が高まりを見せていますが、近年の都市化や核家族

化、少子化、地縁的なつながりの希薄化など、人々の意識や社会の在り方は、大き

く変わり始めています。

こうした中、地域コミュニティの中心組織である町会・自治会へ加入する割合は

年々低下し、地域活動への参加意識の希薄化が見受けられ、地縁的なつながりで

ある地域社会のコミュニティ機能が低下しつつあります。また、町会・自治会など

地縁型のコミュニティにおいては、構成員の固定化や高齢化による次世代の育成

が大きな課題となっています。さらに、本市では、4,000人を超す在留外国人が

暮らし、市人口の21人に１人が在留外国人という状況になっていますが、言葉や

文化、習慣の違いから在留外国人が、地域に馴染めないこともあります。

本市では、地域コミュニティの活性化を促進し、市民自らが主体的に地域社会

について考え、活動する仕組みを充実するため、平成25 年４月１日に「八潮市町

会自治会への加入及び参加を進めるための条例」を施行し、町会・自治会と連携し

た加入促進への取組を行っています。また、日本人市民と外国人市民が、お互い

の心がふれあう住みやすいまちを目指し、「多文化共生推進プラン」を作成し、

多文化共生の取組を進めています。

今後も、町会自治会や地域のコミュニティ活動を活発にするために、それらの

活動を支援するとともに、多文化共生の推進のために、日本人市民と外国人市民

の相互理解を促進していく必要があります。

１　現状と課題

町会・自治会をはじめ、ボランティア団体やＮＰＯ等が、地域コミュニティ活動を

主体的に展開しながら、取り組むことができるまちづくりを目指します。

２　 基本目標

2第 節 ふれあいと連帯感に満ちた地域社会づくりふれあいと連帯感に満ちた地域社会づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） コミュニティ

活動の推進

（2）コミュニティ

環境の整備

（3）外国人市民との

交流の促進

･町会 ・ 自治会、 ボランティア団体、 ＮＰＯ等と協働で事

業を展開するとともに、 より多くの市民のコミュニティ

活動への参加を促し、 各地域コミュニティの活性化を促

進します。

･ボランティア団体等と連携し、 イベントなどを通じ、 外

国人市民との交流を促進します。

･町会 ・ 自治会の活動拠点となるコミュニティ施設の整

備及び修繕等への支援を行います。

･地域コミュニティの活性化を図るため、 西部拠点など

地区ごとに施設の整備の検討を進めます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

町会自治会加入世帯数

国際交流事業来場者数

17,985世帯

800人

19,059世帯

2,000人

八潮市多文化共生推進プラン

総合戦略
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（男女共同参画社会）

日本のジェンダーギャップ指数は下位に停滞しており、国際的にみて、男女共

同参画が進んでいるとは言い難い状況にあります。固定的な性別役割分担意識と

それに基づく慣行が根強く残っており、男女がともに活躍できる環境づくりのた

めにも、アンコンシャス・バイアスへの気づきや、ジェンダー平等を促す意識づくり

が必要です。

また、男女共同参画社会の実現には、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）をはじ

めとした困難な問題を抱える女性に対する支援も不可欠です。本市では、配偶者

暴力相談支援センターを設置してＤＶに関する相談と被害者支援を行うとともに、

女性相談室を開設して様々な悩みを抱える女性への支援を行っています。

１　現状と課題

男女が互いに尊重し合い、性別に捉われることなく、あらゆる分野で活躍でき

るまちを目指します。

２　 基本目標

３第 節 男女がともに育む社会づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 男女共同参画

の促進

（2）男女平等意識

の高揚

（3）相談体制等の

充実

（4）仕事と家庭 ・

地域生活の両立

･市政の重要な事項を審議する各種審議会等の委員へ

の女性の登用を推進するなど、 女性の参画を促進し

ます。

･男女が、 家庭、 職場、 地域において自立した生活を

営み、 家庭生活とその他の活動との両立ができるよ

う環境づくりを推進します。

･固定的な性別役割分担意識の解消に向け、 研修会の

開催や、 広報紙やホームページを活用し、 男女平等の

意識を高めます。

･配偶者暴力相談支援センター 「ＤＶ相談支援室」 にお

いて、 ＤＶ被害者からの相談や緊急一時保護等の支援

を行います。

･「女性相談室」 において、 困難な問題を抱える女性か

らの相談に応じるとともに、 自立に向けた支援を行い

ます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

審議会への女性の登用率

家庭生活で男女の地位が

平等になっていると思う

人の割合 （市民意識調査）

33.8％

36.3％

40％

50％

八潮市男女共同参画プラン
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（シティセールス）

本市では、市の更なる魅力の向上とイメージアップを図るため、平成29年に

「八潮市シティセールスプラン」を策定し、様々な取組を全庁的に進めてきました。

また、情報発信については、報道機関への積極的な情報提供をはじめとして、

広報紙や市ホームページ、やしお８４０配信サービス、市公式ＳＮＳ等の多様な広報

媒体を活用し、市政情報の発信に努めています。

これまで、様々な方法により情報提供を行ってきましたが、スマートフォン利用

者の増加やインターネット、SNSの普及、またペーパーレス化などのデジタル化

社会における情報通信手段の変化を踏まえ、既存の情報ツールに加え、新たな

情報発信ツールの活用や複数の情報媒体を組み合わせた効果的な発信方法を

検討し、市内外の方がより多くの情報に触れることができる機会を創出する工夫

が必要です。

今後更に情報発信に対する職員意識の向上を図り、市民のニーズに応じて適切

に情報が届けられるよう、より効果的に情報発信を行っていく必要があります。

１　現状と課題

本市の特色や魅力を市内外に効果的に発信することで、交流人口や定住人口

の増加を図り、市民の市への愛着や誇りを醸成し、地域の活性化や更なる都市

イメージの向上、魅力の向上を目指します。

２　 基本目標

４第 節 まちの特色・魅力を効果的に発信できる体制づくりまちの特色・魅力を効果的に発信できる体制づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） シティセールス

の推進

･市の特色 ・ 魅力や市政の情報を広報紙やホームページ、

メール配信等の様々な媒体を通して広く市内外に発信

するなど、 広報活動を充実します。

･ふるさと納税制度による本市への寄附を促進し多くの

方に寄附をしていただくことで、 返礼品として提供する

地元特産品のＰＲを推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

ずっと住み続けたい、 当面

は住み続けたい人の割合

（市民意識調査）

66.6％

30歳代

20歳代

78.8％

85％

85％

ふるさと納税による年間寄附件数
1,162件

※災害支援寄附分を除く
1,300件

八潮市シティセールス基本方針

総合戦略



118

（行財政運営）

本市では、行政評価、外部評価を実施し、業務の適正な進捗管理を行った上

で、実施計画を毎年ローリング方式で見直し、効率的・効果的な行政運営を行うと

ともに、多様化・複雑化する市民ニーズに対応するために、適切な組織体制の構築

や職員一人ひとりの能力向上に努めてきました。

また、持続可能な行政運営を行うために、地域活性化による税源涵養を通じ

て、自主財源の確保に努めながら、健全で柔軟な財政運営に努めてきました。

しかしながら、物価高騰等の情勢下で市民の暮らしを守るとともに、中長期的

に適切な公共サービスを提供できるようにするための大規模投資事業を進めて

いく中で、本市の実質公債費比率・将来負担比率は県内の自治体と比較して高い

状態にあるなど、本市の財政状況は依然として厳しい状況となっています。

今後、更に行政需要が拡大していく状況下においても、持続可能な行政運営を

行うために、健全で計画的・効率的な行財政運営に努める必要があります。

１　現状と課題

行政運営の更なる効率化を進め、多様化・複雑化する市民ニーズに対し、迅速

かつ的確に対応することができる体制を構築することを目指します。また、長期的

な展望に基づき、健全で計画的・効率的な行財政運営を目指します。

２　 基本目標

5第 節 健全で計画的・効率的な行政の体制づくり健全で計画的・効率的な行政の体制づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 計画的 ・ 効率的

な行政の推進

（2）行政組織の効率

化と人材育成

（3）健全で柔軟な

財政運営

･「基本構想」 及び 「基本計画」 に基づく計画的かつ効

率的な行政運営を推進するため、 行政評価及び外部評

価を実施し、 その結果を踏まえて、 毎年度 「実施計画」

を見直します。

･市民ニーズを的確に捉え、 より高い市民サービスを提

供するために、 公営企業等を含めて、 効果的な財政運

営を推進します。

･引き続き、 市税の適正な課税及び徴収を行い、 必要な

自主財源を確保します。

･迅速かつ的確な意思決定ができるような組織体制を構

築します。

･意思決定過程への女性の参画を進めます。

･職員採用方法の見直しを行うなど、 より質の高い職員

の採用を図るとともに、 専門的知識の習得等に効果的

な研修の実施など様々な課題に対応できる能力を持っ

た人材の育成に取り組みます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

行政評価において目標達成

した事業の割合

実質公債費比率

（３か年平均）

94.9％

7.2％

100％

7.2％

八潮市行政改革方針

八潮市人材育成基本方針

八潮市定員管理方針

特定事業主行動計画
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（デジタル・トランスフォーメーション）

インターネットやスマートフォン等情報機器の普及による情報通信技術（ＩＣＴ）

の急速な発展により、社会生活のデジタル化が進んでいます。

そのような中、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実

に推進していくため、総務省により令和２年に「自治体デジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）推進計画」が策定され、自治体においてもデジタル・トランス

フォーメーション（ＤＸ）による業務効率化等に取り組むことが求められてきました。

これに基づき、本市でも「八潮市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進

計画」を令和４年度に策定し、ＤＸの推進に努め、新庁舎の供用開始に合わせて、

「書かない窓口」の導入などを行ってきました。

今後も、更なるＤＸの推進によって、市民サービスを向上するとともに、行政

事務の効率化に努めることが求められます。

１　現状と課題

全ての市民が行政サービスのデジタル化・ＩＣＴ化によるメリットを享受し、時間

や場所の制約を受けることのない地域社会を構築することを目指します。

２　 基本目標

６第 節 時間や場所の制約のない地域社会づくり時間や場所の制約のない地域社会づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） ＤＸによる市民

サービスの向上
･公共施設における公衆無線ＬＡＮの整備を推進します。

･ＤＸ関連施策において、 ユニバーサルデザインを考慮し

た人にやさしいデジタル化を進めます。

（2）行政事務の

デジタル化

（3）セキュリティ

対策の推進

･ＡＩ ・ ＲＰＡの利用、 ペーパーレス化の推進等によって、

行政運営の更なる効率化を進めます。

･データを活用した地域の課題解決を図ることができる

ようにするために、 市が保有する情報を国が定めた形

式でオープンデータとして公開することを推進します。

･ＤＸの推進に合わせて、 それに適応したセキュリティ対

策を推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

オンライン申請が可能な

業務件数

オープンデータ公開件数

52件

2件

100件

22件

八潮市デジタル ・ トランスフォーメーション （ＤＸ） 推進計画

総合戦略
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（アセットマネジメント）

本市では、まちの発展に併せて多くの公共施設等の整備をしてきました。これ

まで整備してきた公共施設等の多くは整備後30年以上が経過し、老朽化が進ん

でいることから、今後、公共施設の維持、補修、改修及び更新に係る多額の費用が

必要と見込まれています。

また、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、社会情勢の変化から、公共

施設等に求められるニーズも多様化しています。そこで、人口動態や市民ニーズ等

を踏まえ、本市の地域特性に応じた公共施設で提供されるべき公共サービスの

内容と持続可能な財政運営を両立させるためにも、アセットマネジメントの考え

方を取り入れた公共施設等の有効活用及び効率的な利用を推進する必要があり

ます。

１　現状と課題

誰もが公共施設等を安全に安心して利用できることを目指します。また、公共

施設等を経営資源として捉え、有効に活用され、効率的に利用されることを目指

します。

２　 基本目標

７第 節 公共施設資産の管理体制づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 公共施設等の

計画的整備と

資産の有効活用

･計画的に施設改修を行い、 長寿命化を図ることで、 効

率的な維持管理をします。

･人口構成や利用状況を踏まえた施設の適正配置の在り

方を検討します。

･市民ニーズを踏まえた公共施設で提供されるべき公共

サービスの在り方や見直しを進めます。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

アセットマネジメントの

取組の推進 （累計）

（公共施設の大規模改修 ・ 更新 ・

解体 ・ 統廃合）

公共施設等の有効活用

（行政財産使用料 ・ 貸付収入 ・

売払収入）

2件

27,053千円

６件

33,000千円

八潮市公共施設マネジメント基本計画

八潮市公共施設マネジメントアクションプラン
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（他機関連携）

本市はこれまで、民間企業や大学との包括連携協定の締結や指定管理者制度

の導入など民間活力を積極的に導入し、より良い行政サービスの提供に努めてき

ましたが、今後も多様化・複雑化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応していくた

め、公民連携体制を充実させていくことが求められています。

また、近隣５市１町による埼玉県東南部都市連絡調整会議を通じて広域的な

行政課題の解決に向けての調査研究を行うなど、様々な分野において他自治体

と連携してきました。その一環として５市１町で運用している公共施設予約案内

システム「まんまるよやく」は、利用件数が年々増加し、市民の利便性の向上や

行政サービスの効率化につながっており、今後もこのような他自治体との広域

連携によって住民サービスを充実させていくことが求められています。

１　現状と課題

民間企業や大学、関係自治体等との連携によって、より効率的かつ効果的な

行政サービスを提供することができ、市民がより利便性の高い生活を送ることが

できる体制を構築することを目指します。

２　 基本目標

８第 節 他機関との連携体制づくり
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４　関連する指標

５　関連計画

３　施策の内容

項目 施策の展開

（１） 公民連携体制の

構築、 強化

（2）広域的な連携体

制の構築、 強化

･民間企業や高等教育機関等との協力関係によって、

様々な分野における課題解決や地域活性化を図るため

の包括的な連携を推進します。

･埼玉県東南部都市連絡調整会議を通じて、 まんまる

よやくを運用するとともに、 広域連携事業を実施し

ます。

･交通網の整備や防災 ・ 減災対策等、 広域的な対応が

重要な施策、 事業を効果的に推進するため、 県及び

他市区町村との協力体制を構築、 強化します。

･公共施設等の整備、 運営等をはじめとして、 様々な行

政サービスへの民間活力の導入を推進します。

指標名 現状値 （R6年度） 目標値 （R12年度）

包括連携協定締結件数

まんまるよやくの

八潮市の登録件数

14件

2,202件

20件

2,500件

八潮市ＰＰＰ導入基本方針 八潮市ＰＦＩ活用指針
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【第 1 章～第 3 章】

子育て・教育・文化

第１章

誰もが輝き心豊かに

暮らせるまち

健康・福祉

第２章

みんなで支え合い

誰もがいきいきと

暮らせるまち

防災・防犯・消防

第３章

強くしなやかな

安全で安心して

暮らせるまち

て

全てのこどもの幸せづくり
（児童福祉・母子保健）

第１節

子育てを支える環境づくり
（保育サービス）

第２節

次代を担う人づくり
（幼児教育・学校教育）

第３節

心豊かな青少年を育む環境づくり
（青少年育成）

第４節

社会の要請に応えた教育の環境づくり
（生涯学習・社会教育）

第５節

災害に強いまちづくり
（防災・減災）

第１節

危機に備えた体制づくり
（危機管理・消防）

第２節

犯罪のない安全で安心なまちづくり
（防犯）

第３節

交通事故のない安全で安心なまちづくり
（交通安全）

第４節

安全・安心で豊かな消費生活づくり
（消費者保護）

第５節

互いに支え合い誰もが安心して暮らせる
社会づくり（地域福祉・生活福祉）

第５節

人権を尊重する社会づくり
（人権・平和教育）

第６節

個性あふれる豊かな市民文化づくり
（市民文化）

第７節

ともに支え合う、心豊かな健康づくり
（健康・保健）

第１節

いのちを守る医療体制づくり
（医療）

第２節

誰もが安心して生活できる社会づくり
（医療保険・国民年金）

第３節

スポーツ・レクリエーションに親しめる
環境づくり（スポーツ・レクリエーション）第４節

健康でいきいきと安心して暮らし続けられる
長寿社会づくり（高齢者福祉・介護）

第６節

障がい者の安心を支える社会づくり
（障がい者（児）福祉）

第７節

分野別将来目標 施　策

ＳＤＧｓマトリクス表第 章１
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【第 4 章～第 6 章】

都市基盤・環境

第５章

良好な環境で

快適に暮らせるまち

コミュニティ・

自治体経営

第６章

未来につながる

まちづくり

産業経済・観光

第４章

魅力と活力に

満ちたにぎわい

あふれるまち

環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり
（農業）

第１節

魅力あふれる商業づくり
（商業・サービス業）

第２節

活力ある工業づくり
（工業）

第３節

にぎわいあふれる観光づくり
（観光）

第４節

いきいきと働ける就業環境づくり
（労働）

第５節

治水と水循環によるまちづくり
（治水・下水道）

第５節

地域特性を活かした都市空間づくり
（土地利用・市街地整備）

第１節

快適で便利な道路・交通網づくり
（道路・交通）

第２節

水と緑ゆたかな都市景観づくり
（景観、公園・緑地）

第３節

安心を未来につなぐ体制づくり
（上水道）

第４節

安全で安心な住環境づくり
（住宅・住環境）

第６節

環境にやさしいまちづくり
（環境保全）

第７節

清潔できれいなまちづくり
（環境衛生）

第８節

健全で計画的・効率的な行政の体制づくり
（行財政運営）

第５節

市民との協働によるまちづくり
（協働・市民参画）

第１節

ふれあいと連帯感に満ちた地域社会づくり
（コミュニティ）

第２節

男女がともに育む社会づくり
（男女共同参画社会）

第３節

まちの特色・魅力を効果的に発信できる
体制づくり（シティセールス）

第４節

時間や場所の制約のない地域社会づくり
（デジタル・トランスフォーメーション）

第６節

公共施設資産の管理体制づくり
（アセットマネジメント）

第７節

他機関との連携体制づくり
（他機関連携）

第８節

分野別将来目標 施　策
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第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標と、各事業と第６次

八潮市総合計画（基本計画）における施策の関係を以下に示しました。

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

産業の振興による持続可能で活気のあるまちづくり

人や情報の交流による 「住みやすさナンバー 1 のまち 八潮」 の推進

保育や教育の充実による親子が安心できる子育て環境づくり

誰もが暮らしやすい、 安全 ・ 安心なまちづくり

施策名
基本

目標

事業

番号
事業名

基本計画

章 節 施策

1-1 ４ １農業の担い手の育成・確保 農業の担い手育成事業

1-2 ４ ２中心商業拠点の形成 中心商業拠点の形成事業

1-3 ４ ２経営安定化の促進 商業振興事業

1-4 ４ ３経営安定化の促進 経営革新取組企業支援事業

1-5 ４ ３工業環境の整備 工業支援事業

2-1 ６ 4シティセールスの推進 広報事業

2-2 ４ 4観光の振興 観光資源開発事業

2-3 ４ １地産地消の推進と農産物のブランド化 地産地消推進事業

2-4 5 １核と拠点の形成 北部拠点まちづくり事業

2-5 5 2公共交通の充実 公共交通充実事業

3-1 1 １こども家庭センター機能の充実 母子保健事業

3-2 1 １子育て支援の推進 子育て支援事業

3-3 1 2保育環境の充実 保育所等整備事業

3-4 1 2保育環境の充実 放課後児童健全育成施設整備事業

3-5 1 3教育内容の充実 教育指導推進事業

3-6 1 3学校ICT教育の充実 学校ICT教育推進事業

4-1 3 4交通安全意識の高揚 交通安全指導・教育事業

4-2 3 3防犯力の強化 防犯活動普及事業

4-3 3 3防犯施設の整備 防犯施設整備事業

4-4 6 2コミュニティ活動の推進 コミュニティ意識高揚事業

4-5 3 １地域防災力の強化 自主防災組織活動促進事業

4-6 6 6DXによる市民サービスの向上 自治体DX推進事業

１

2

3

4

（１）

（3）

（１）

（１）

（2）

（１）

（3）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（8）

（6）

（2）

（2）

（2）

（2）

八潮市まち・ひと・しごと
創生総合戦略　施策一覧

第 章２
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用語解説（あ～か）

一時保育い 保護者が疾病、 入院、 その他家庭等の状況により、

緊急又は一時的に保育できなくなった場合に、 保育

所で一時的に預かること。

カーボンニュートラルか 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの 「排出量」

から植林、 森林管理などによる 「吸収量」 を差し引

いて、 合計を実質的にゼロにすること。

雨水貯留施設 簡単な貯留施設を設置して降った雨を蓄える施設の

こと。 雨水貯留を行うことにより、 浸水被害の緩和

が期待される。

オンデマンド交通 運行方式や運行ダイヤ、 発着地の自由な組み合わせ

により、 地域の特性や利用者の要望に応じて柔軟な

運行方法を行う交通サービスのこと。

かかりつけ医 健康に関することを何でも相談でき、 必要な時は専

門医療機関を紹介してくれる、 身近で頼りになる医

師のこと。

お

雨水幹線う 市街地の雨水を取り込み、 一定規模以上の排水能力

を有する開渠や管渠のこと。

外国人市民 国籍に関わらず、 言語的 ・ 文化的ルーツを外国にも

つ市民のこと。

アンコンシャス・バイアス 自分自身が気づいていない 「ものの見方やとらえ方

のゆがみや偏り」をいい、自分自身では意識しづらく、

ゆがみや偏りがあるとは認識していないため、 「無意

識の偏見 （思い込み）」 と呼ばれている。

一般診療所 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所

（歯科医業のみは除く） であって、 患者の入院施設

を有しないもの又は患者 19人以下の入院施設を有す

るもの。

温室効果ガス 太陽放射により暖められた熱が宇宙に放出されると

き、 その一部を吸収して温室のように地球を暖める

性質をもつ気体のこと。 主に、 二酸化炭素、 メタン、

一酸化二窒素等をいう。

オープンデータ 国、 地方公共団体及び事業者が保有する官民データ

のうち、 国民誰もがインターネット等を通じて容易に

利用 （加工、 編集、 再配布等） できるよう、 公開さ

れたデータのこと。

アセットマネジメントあ 本市が所有又は使用する公共施設資産 （アセット）

に対して最も費用対効果が高く効率的で適切な管理

（マネジメント） を推進すること。

用語解説第 章３
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か

基幹管路き 水源井から地下水を浄水場まで送る管 （導水管） と、

浄配水場から水道水を利用者へ送る管 （配水管） の

うち口径が300mm 以上のもの。

キャリア教育 望ましい職業観 ・ 勤労観及び職業に関する知識や技

能を身に付けさせるとともに、 自己の個性を理解し、

主体的に進路を選択する力・態度を育てる教育のこと。

学校応援団 学校における学習活動、 安全 ・ 安心の確保、 環境整

備等について、 保護者や地域住民がボランティアと

して協力 ・ 支援を行う組織のこと。

家庭教育学級 小 ・ 中学校を拠点として、 保護者が学習したいこと

を自ら企画し、 計画的 ・ 継続的に行っていく活動の

こと。

規範意識 道徳、 倫理、 法律等の社会のルールを守ろうとする

意識のこと。

橋りょう 橋のこと。

キャッシュレス 紙幣や硬貨といった現金 (＝キャッシュ )を使わずに、

お店での買い物やお金のやり取りができること。

行政評価 必要性 ・ 有効性 ・ 効率性といった視点で、 施策や事

務事業の成果を客観的に評価し、 次の計画や事業の

選択、 改革 ・ 改善に反映させる行政サービスの継続

的な向上を図る仕組みのこと。

協働 市民、 市議会、 行政が八潮市をより良くするために、

それぞれの役割と責務に基づいてお互いの立場を

尊重し、 共通の目的の達成に向けて対等な立場で

協力し合ってまちづくりを進めること。

居宅サービス 介護保険制度に基づく介護保険サービスのひとつで、

訪問介護、 通所介護、 短期入所生活介護等、 自宅

で受けるサービスのこと。

環境負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、 環境を保

全する上で支障の原因となるおそれのあるもの。 工

場からの排水、 排ガスはもとより、 家庭からの排水、

ごみの排出、 自動車の排気ガス等、 通常の事業活動

や日常生活のあらゆる場面で環境への負荷が生じて

いる。 環境への負荷ともいう。

学童保育所

（放課後児童クラブ）

児童の保護者が就労等により昼間家庭にいない場合

に、 放課後や夏休み等の学校休業日に家庭に代わる

生活の場として適切な遊びや指導を行い、 その児童

の健全な育成を図ることを目的とする施設のこと。

用語解説（か～き）

核家族化 核家族世帯 （夫婦のみ世帯、 夫婦と子世帯、 ひとり

親と子世帯） が増加傾向にあること。
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用語解説（こ～し）

国土強靱化 どのような自然災害が発生しても、 被害を最小限に

抑え、 迅速に復旧 ・ 復興できる 「強さとしなやかさ」

を備えた国土 ・ 経済 ・ 社会システムを平時から構築

すること。

コミュニティバス 一般的に、 交通事業者以外の市町村や自治会などが

主体となり、 地域住民の利便性向上などのため一定

地域内を運行するバスで、 車両使用、 運賃、 ダイヤ、

バス停位置などを工夫したバスのこと。

国民皆保険 全国民に何らかの医療保険に入るよう定めている制

度のこと。

こども家庭センター 全ての妊産婦、子育て世帯、 こどもに対し、母子保健・

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関の

こと。

施設サービス 介護保険制度に基づく介護保険サービスのひとつで、

介護老人福祉施設及び介護老人保健施設等、 施設に

入所して受けるサービスのこと。

後期高齢者医療制度 平成20 年４月から施行された新たな高齢者医療制度

のこと。 対象は原則として75 歳以上であり、 県内全

ての市町村が加入する広域連合により運営される。

コミュニティ ある一定の地域に住む人々から成る共通の生活様式

をもつ社会集団のこと。

こ

産業構造 市町村等一定の地域内に存在する産業部門の構成割

合のこと。

さ 再生可能エネルギー 太陽光、 水力、 風力、 バイオマス、 地熱等、 永続的

に利用することができるエネルギーのこと。

個人情報保護制度 市が保有する個人情報についての取扱いを定めると

ともに、 市民が自らの情報の開示や訂正を求めること

ができる制度のこと。

埼玉県東南部都市

連絡調整会議

八潮市 ・ 草加市 ・ 越谷市 ・ 三郷市 ・ 吉川市 ・ 松伏町

の５市１町で構成されている任意協議会のこと。

自主財源し 市自ら確保できる市税等の収入のこと。 自主財源が

多いほど、 行政活動の自主性と安定性が確保できる

とされている。

施設栽培 ビニールハウス等の施設を利用し、 人工的な環境下

で作物を栽培する方法のこと。

公営企業 上水道事業 ・ 下水道事業等、 地方公共団体が経営す

る企業のこと。
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小中一貫教育 小 ・ 中学校が、 目指す子ども像を共有し、 ９年間を

通じた教育課程を編成し、 系統的な教育を目指す教

育のこと。

し

持続可能な開発のための

教育

環境、 貧困、 人権、 平和、 開発といった現代社会の

課題を自らの問題として捉え、 身近なところから取

り組むことにより、 それらの課題の解決につながる

新たな価値観や行動を生み出し、 持続可能な社会を

創造していくことを目指す学習や活動のこと。

循環型社会 地球環境を保全しつつ、 限りある天然資源を大切に

し、 持続的な発展を遂げていくために、 資源 ・ エネ

ルギーの大量消費や廃棄物の発生を抑制するととも

に、 リサイクル等の有効利用を進めて環境への負荷

をできる限り低減しようとする社会のこと。

指定管理者制度 地方公共団体が所管する公の施設について、 管理、

運営を民間企業を含む法人やその他の団体に委託す

ることができる制度のこと。 公の施設の管理、 運営

に民間のノウハウ等を活用することで、 多様化 ・ 複

雑化する市民ニーズに効率的 ・ 効果的に対応するこ

とを目指す。

児童委員 地域の子どもが元気に安心して暮らせるように、 子ど

もを見守り、 子育ての不安や妊娠中の心配ごと等の相

談 ・ 支援等を行う人々のこと。 「民生委員」 が 「児童

委員」 を兼ねている。

ジェンダーギャップ指数 国ごとの男女格差 （ジェンダーギャップ） を測る指数

のことで、 GGI と略される。 世界の企業や団体が加

盟する独立 ・ 非営利団体、 世界経済フォーラム

（World Economic Forum） が毎年発表している

もので、 0 から 1 の数値で表され、 0が完全不平等、

1 が完全平等を意味している。 2025年 6月に公表

された日本の順位は、 0.666 で 118位である。

ジュニアリーダー 仲間づくりのリーダーとして、 地域における様々な活

動において中心的役割を担う青少年のこと。

省エネルギー 石油、 電力、 ガス等のエネルギーを効率的に使用し、

その消費量を節約すること。

しゅんせつ 河川等の底面をさらって土砂等を取り除くこと。

情報公開制度 市民等の請求に応じて市が保有する行政文書の閲

覧、 写しの交付等を行う制度のこと。

用語解説（し～し）

実質公債費比率 地方公共団体の標準的な一般財源の財政規模に対す

る実質的な公債費の割合を示す比率のこと。 実質公

債費比率が18％以上の場合、 地方債の発行に際し、

総務大臣又は都道府県知事の許可が必要になる。
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初期救急医療 入院を必要としない軽症の救急患者に対応する医療

のこと。

食育 様々な経験を通して、 「食」 に関する知識と 「食」 を

選択する力を習得し、 健全な食生活を実践することが

できるよう教育すること。

スマートインターチェンジ ＥＴＣを搭載した車両に限定して、 高速道路の本線や

サービスエリア、 パーキングエリア、 バスストップから

乗り降りができるように設置されるインターチェンジ

のこと。

新型インフルエンザ等 国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと

等から、 全国的かつ急速にまん延し、 かつ病状の程

度が重篤になるおそれがあり、 また、 国民生活及び

国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある疾患の

こと。

す 水源井 地下水を汲み上げるための深い井戸のこと。

スケールメリット 規模を大きくすることにより得られる効果のこと。

し

生活習慣病せ 食習慣、 運動習慣、 休養、 喫煙、 飲酒等の生活習

慣がその発症 ・ 進行に深く関与する病気の総称。 糖

尿病、 高血圧症、 脂質異常症、 肥満、 心臓病、 脳

卒中等がある。

ゼロカーボンシティ 2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすること

を目指す旨を首長自らが又は地方自治体として公表し

た地方自治体のこと。

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、 互いの文化的ちが

いを認め合い、 対等な関係を築こうとしながら、 地

域社会の構成員として共に生きていくこと。

ターミナルケアた 終末期に行う医療 ・ 看護的、 介護ケアのこと。 治療

を目的とせず、 身体的 ・ 精神的苦痛を除去し、 生活

の質の維持 ・ 向上を目的とした処置のこと。

第二次救急医療 入院治療を必要とする重症救急患者に対応する医療

のこと。

ダイバーシティ社会 年齢や性別、 障がいの有無、 国籍、 文化的背景、 性

的指向 ・ 性自認などといったさまざまな属性に配慮し

ながら、 違いを受け入れ、 わかり合って、 互いに活

かし合うことができる 「多様性」 のある社会のこと。

団塊ジュニア世代 1971（昭和46）～1974（昭和49）年頃の第２次ベビー

ブーム時代に生まれた世代のこと。

用語解説（し～た）

将来負担比率 地方公共団体の借入金 （地方債） 等、 現在抱えてい

る負債の大きさを、 その地方公共団体の標準的な一

般財源の財政規模に対する割合で表したもの。
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た

弾道ミサイル 空中に弧を描いて飛ぶミサイルのこと。

地域核ち 八潮市の各地域の中心となる地区のこと。 なお、

八潮市の全体の中心となる地区は都市核と呼ぶ。

地下鉄８号線 平成12年１月の運輸政策審議会答申第18号で豊洲

から野田市までの延伸が示され、平成28年4月の交

通政策審議会答申第198号で押上から野田市まで

の延伸が示されている東京メトロ有楽町線のこと。

「東京8号線」、「高速鉄道東京8号線」ともいう。

地球温暖化 人の活動によって発生する二酸化炭素、 フロン、 メ

タン等の温室効果ガスが、 地球から宇宙に放出され

る熱を吸収し、 地球の温度が上昇する現象のこと。

地球環境問題 人類の将来にとっての大きな脅威となってきている

地球規模における環境問題のこと。

直結給水 貯水槽を使わず、 配水管から蛇口まで直接パイプで

結び、途中で空気に触れることなく水を給水すること。

地産地消 地域で生産されたものをその地域で消費すること。

デジタル・トランス

フォーメーション（DX）

て デジタル化 （デジタル技術を活用したサービス導入） 

にとどまらず、 業務や組織の改善を行い人々の生活

をより良いものへと変革する取組のこと。

同和教育と 社会の中に根強く残っている不合理な部落差別をな

くし、 人権尊重の精神を貫くための教育のこと。

テロ テロリズムの略で、 一定の政治目的のために、 暗殺

や暴行、 粛清等の直接的な恐怖手段に訴える主義、

又はその行為のこと。

用語解説（た～と）

地域密着型サービス 介護保険制度に基づく、 介護保険サービスのひとつ

で、 地域密着型通所介護、 小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型共同生活介護等、 住み慣れた地域での

生活を支えるためのサービスのこと。

男女共同参画社会 男女が、 社会の対等な構成員として、 自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、 もって男女が均等に政治的、 経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、 かつ、

共に責任を担うべき社会のこと。

特定健康診査 メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病

の早期発見や生活習慣の改善を目的とした健診の

こと。

特定保健指導 特定健康診査の結果により、 メタボリックシンドロー

ムのリスクが高い方に対し、 保健師 ・ 管理栄養士な

どの専門職が生活習慣の見直しや改善をサポートす

るプログラムのこと。
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と

バリアフリー 高齢者や障がいのある人等の社会的弱者が障壁なく

設備やシステムを利用できる状態のこと。

都市型農業 大消費地に近い農業地域、 都市の生産緑地、 市民農

園等において営まれる農業のこと。 食料 ・ 農業 ・ 農

村基本法では、都市及びその周辺における農業を 「都

市農業」 と規定しているが、 本市では、 大消費地に

近い農業地域、 都市の生産緑地、 市民農園等におい

て営まれる農業を包括する概念として、「都市型農業」

という言葉を用いている。

都市公園 都市公園法の規定により国又は地方公共団体が設置

し、 管理する公園又は緑地のこと。

土地区画整理事業 都市計画区域内において宅地利用の増進を図るため

に行う土地の整形化や道路、 公園等の公共施設の整

備等を行う事業のこと。

認定こども園に 教育･保育を一体的に行う施設のこと。 幼稚園と保育

所の両方の良さを併せもっている。

内水排除な 河川に流れず溜まってしまった雨水 （内水） を、 排水

管の設備やポンプ等で排除すること。

認定農業者 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、 市が定め

た農業経営の改善に関する目標への到達に向け、 八

潮の農業を支える重要な役割を果たすとともに、 自

らの経営改善に積極的かつ意欲的に取り組む農業者

として、 認定農業者制度に基づき、 市から認定を受

けた農業者のこと。

８０５０問題は ８０代の親と５０代のひきこもり状態にある子が世帯

単位で社会的に孤立し、経済的にも困難な状況に陥っ

てしまうこと。

農商工連携の 農林水産業と商工業の事業者が連携し、 それぞれの

資源を活かして事業を行うこと。

用語解説（と～は）

都市核 八潮市全体の都市機能が集積し、 都市活動の中心と

なる地区のこと。 なお、 各地域の中心となる地区は

地域核と呼ぶ。

ドメスティック・

バイオレンス（ＤＶ）

配偶者やパートナーからの身体的、 精神的、 経済的、

性的暴力のこと。
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ローリング方式ろ 計画の管理手法のひとつで、 計画と実績とのかい離

を調整し、 計画の実効性を確保するため、 毎年又は

隔年ごとに計画を見直すとともに、 将来に向かって

一定期間の計画 （この計画では３か年） を作成する

こと。

用語解説（ふ～ろ）

見守り活動み 通学路において、 児童や歩行者の交通安全を見守る

ために、 交通整理や交通安全の指導を行うこと。

八潮いこい体操や 地域の公民館等で行う体操で、 住民主体の通いの場

となっている。 保健師等の専門職が随時伺い、 健康

に関するアドバイスを行っている。

部落差別ふ 被差別部落に 「住んでいる」 あるいは 「生まれた」

ということを理由とした不合理な偏見により、 結婚

や就職、 日常生活などの面で差別を受け、 基本的人

権が侵害されるという、 日本の歴史の中で生み出さ

れ、 現在もなお存在する我が国固有の重大な人権問

題のこと。

ヘイトスピーチへ 特定の民族や国籍の人々を排斥し、 不安や差別意識

を煽る差別的言動のこと。 本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律 （ヘイトスピーチ解消法） が 2016 （平成28）年

に施行されている。

民生委員 厚生労働大臣から委嘱され、 それぞれの地域におい

て、 常に住民の立場に立って相談に応じ、 必要な援

助を行い、 社会福祉の増進に努める人々のこと。

「児童委員」 を兼ねている。

ユニバーサルデザイン 年齢、 性別、 障がいの有無などにかかわらず、 さま

ざまな人に配慮して、 はじめから全ての人が利用し

やすいまち、 施設、 物 （製品）、 環境、 サービスな

どをつくろうとする考え方のこと。

ヤングケアラー 本来、 大人がすると想定されているような家事や家

族の世話などのケアを日常的に行っている 18 歳未満

の若者のこと。

遊水機能 水田等が雨水や水路等からの水を引き込み、 一時的

に貯留する働きのこと。

ら ライフスタイル 生活の様式のこと。

有機質肥料ゆ 生ごみや稲わら等の有機物を微生物の力で分解した

肥料のこと。

リサイクルり 資源の有効利用及び環境汚染防止のために、 廃物を

原料として再生し利用すること。

ライフステージ 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・

老年期等のそれぞれの段階のこと。



141

ワーク・ライフ・バランスわ 仕事と生活の調和のこと。 性別や年齢等にかかわら

ず、 各人の置かれた状況に応じて、 仕事と仕事以外

の生活双方の充実のため、 柔軟な発想で働き方や生

活のあり方を変えていこうとする考え方のこと。

ＢＲＴＢ Bus Rapid Transitの略で、バス専用道、バスレー

ン、 公共車両優先システム等を組み合わせることで、

速達性、 定時性、 輸送力について、 従来のバスより

も高度な性能を発揮し、 他の交通機関との接続性を

高めるなど利用者に高い利便性を提供する次世代の

バスシステムのこと。

ＧＩＧＡスクール構想Ｇ Global and Innovation Gateway for ALL

の略。 児童生徒１人１台端末及び高速大容量の通信

ネットワークを一体的に整備し、 多様な子どもたちを

誰一人取り残すことなく、 公正に個別最適化された

創造性を育む教育を、 全国の学校現場で持続的に実

現させる構想のこと。

ＬＧＢＴＱＬ 性的マイノリティの方を表す総称の 1 つで、 下記の

頭文字をとったもの。

Ｌ ： レズビアン　女性の同性愛者

Ｇ ： ゲイ　男性の同性愛者

Ｂ ： バイセクシュアル　両性愛者

Ｔ ： トランスジェンダー　身体の性と自認する性で

　違和がある人

Ｑ： クエスチョニング　自身の性自認や性的指向が

　定まらない （定めない） 人

Ｑ ： クィア　一言では定義できない性の多様性を示す

ＩＣＴＩ Information and Communication Technology

の略。 情報通信技術。

ＭａａＳＭ Mobility as a Service の略。 個々の利用者の移

動ニーズに対応して、 複数の公共交通や公共交通以

外の移動サービスを最適に組み合わせ、 移動以外の

サービスとも連携し、 一括した検索 ・ 予約 ・ 決済等

を提供するサービスのこと。

用語解説（アルファベットA〜M）

用語解説（ろ～わ）

６次産業化ろ 農林水産物を生産 （第一次産業） するだけでなく、

加工 （第二次産業） し、 流通 ・ 販売 （第三次産業）

まで手がけることで、 農林水産業の経営体質強化を

目指す経営手法のこと。

ＡⅠＡ

工的な方法による学習、 推論、 判断等の知的な機能

の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の

活用に関する技術のこと。
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ＮＰＯ法人 特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した

ＮＰＯのこと。

ＰＦＩＰ Private Finance Initiative の略で、 公共施設

等の建設、 維持管理、 運営等を民間の資金、 経営

能力及び技術的能力を活用することにより、 同一水

準のサービスをより安く、 又は同一価格でより上質

のサービスを提供する手法のこと。

ＰＰＰ Public Private Partnership の略。 公共サービ

スの提供に民間が参画手法を幅広く捉えた公民連携

の 概 念 で、 民 間 資 本 や 民 間 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 し、

効率化や公共サービスの向上を目指す手法のこと。

ＰＰＰの中には、ＰＦＩ、指定管理者制度、市場化テスト、

公設民営 （ＤＢＯ） 方式、 さらに包括的民間委託等

も含まれる。

ＲＰＡＲ Robotic Process Automation の略で、 データ

入力等のパソコン操作をソフトウェア （ロボット） が

行うことにより、 事務処理を自動化する技術のこと。

ＳＮＳ ソーシャルネットワーキングサービスの略。 登録され

た利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サー

ビスのこと。

ＳＤＧｓＳ Sustainable Development Goals （持 続 可 能

な開発目標） の略で、 「誰一人取り残さない」 持続可

能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標。

平成 27 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合

意した 「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

の中で掲げられた。 令和 12 年を達成年限とし、 17

のゴールと 169 のターゲットから構成されている。

用語解説（アルファベットN〜S）

ＮＰＯＮ Non Profit Organization の略で、 民間の非営

利団体のこと。 様々な社会貢献活動を行い、 団体の

構成員に対し収益を配分することを目的としない団

体の総称をいう。
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※敬称略（委員区分ごとに五十音順）

会長 ・・・・・・山田　洋

会長代理・・・昼間　竹雄

氏 名委員区分 備考（推薦母体等）

１号委員

（関係行政機関の委員）

２号委員

（関係団体が推薦する者）

３号委員

（知識経験を有する者）

４号委員

（その他市長が必要と認める者）

大塚　一宏 八潮市農業委員会

木下　史江 八潮市教育委員会

宇田川　武雄 八潮市レクリエーション協会

織田　隆志 八潮市観光協会

狩野　稔 八潮市自主防災組織連絡協議会

佐藤　順一 八潮市スポーツ協会

篠木　秀彦 さいかつ農業協同組合

杉本　裕介 八潮市ＰＴＡ連合会

高木　洋介 草加八潮医師会

平本　なるみ 青少年育成八潮市民会議

昼間　竹雄 八潮市町会自治会連合会

福野　敏子 八潮市文化協会

藤波　達也 八潮市商工会

藤波　光子 八潮市交通安全対策協議会

宮本　敏幸 八潮市社会福祉協議会

大山　惠美子 公募

小倉　潤子 公募

籠倉　正美 公募

佐藤　恵子 公募

山田　洋 獨協大学

八潮市振興計画審議会第 章４

１第 節 委員名簿
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八潮企第２４５号

令和７年１月７日

八潮市長　　大　山　　忍

　八潮市振興計画審議会

　会長　山田　　洋　様

　　　  第６次八潮市総合計画（素案）について（諮問）

　このことについて、八潮市附属機関設置条例（昭和５７年条例第１５号）第２条

の規定により、貴審議会の意見を求めます。

令和７年10月14日

八潮市振興計画審議会

会長　　山　田　　洋

八潮市長　大　山　　忍　様

　　　  第６次八潮市総合計画（素案）について（答申）

　令和７年１月７日付け八潮企第２４５号で諮問のあった第６次八潮市総合計画

（素案）について、活発に議論し、慎重に審議した結果、概ね妥当と認め、下記を

付帯意見として別添のとおり答申します。

１　総　　論

　本市の人口は平成１７年のつくばエクスプレスの開通以降、増加傾向にありま

すが、日本全体では人口減少・少子高齢化が進み、本市においても将来的には

人口が徐々に減少に転じることが想定され、人口構造の変化に伴う様々な影響

が考えられている。

また、激甚化する自然災害などへの対策、集約と連携による地域共生社会の

実現、カーボンニュートラルの実現、変化する経済・労働環境への対応、デジタル

社会の実現、ＳＤＧｓの推進など、多様化・複雑化する行政課題に対し、市政を

総合的かつ計画的に推進することが必要となっている。

このことを踏まえ、第６次八潮市総合計画の推進にあたっては、将来都市像で

ある「住みやすさナンバー１のまち　八潮」の実現に向け、市民一人ひとりにとっ

て、住むこと、住み続けることを誇りに思えるまちを目指して、着実に取り組ん

でいただきたい。

記

２第 節 諮問・答申



145

２　基本構想

• 多文化共生やダイバーシティ社会の実現、自然災害の激甚化・頻発化など、

まちづくりの基本理念である「共生・協働」「安全・安心」の重要性がさらに高

まっているため、引き続き、まちづくりの基本理念を踏まえた施策の推進に

努められたい。

• 多様な価値観や考え方を積極的に導入していく「彩り」と社会の様々な変化

に迅速かつ柔軟に対応していく「しなやかさ」の２つの新たな視点については、

あらゆる施策において取り入れていただき、積極的に推進されたい。

３　基本計画

■第１章　子育て・教育・文化

• こどもまんなか社会の実現を目指し、全てのこどもが幸せになれるよう子育

て支援の充実等に努められたい。

• 急速かつ激しく変化する社会に対応できるよう、生きる力をより一層はぐく

むことに努められたい。

• 誰もがあらゆる分野で活躍することができる社会を目指し、多様性を認め、

受け入れ、活かすことができるよう、ダイバーシティ社会の啓発や環境づく

りに努められたい。

■第２章　健康・福祉

• 誰もが心身ともに健康で楽しく毎日が過ごせるよう、食生活やスポーツなど

の日々の健康づくりを意識した生活スタイルの促進など、主体的な健康づくり

の支援に努められたい。

• 地域住民や地域の多様な主体が参画し、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともに創っていく地域共生社会の実現に向けて、地域の課題解決

に努められたい。

■第３章　防災・防犯・消防

• あらゆる組織との連携により、防災体制の充実を図るとともに、市民の防災

意識を高め、地域防災体制を強化するなど、災害に対する強さとしなやかさ

を兼ね備えるまちづくりに努められたい。

• 犯罪防止対策の強化や交通安全対策の推進など、誰もが安心して暮らせる

まちづくりに努められたい。

• 市民が安心して暮らせるよう、草加八潮消防組合との連携の強化や支援の

推進により、消防力の充実・強化に努められたい。

■第４章　産業経済・観光

• 農業、商業、工業、観光などの産業領域において、地域経済の活性化を図る

ため、競争力の高い産業づくりに努められたい。

• 恵まれた地域の特性や魅力を最大限活用し、人々が行き交うにぎわいと活力

のあるまちづくりに努められたい。
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■第５章　都市基盤・環境

• 全国的にインフラの老朽化の課題が顕在化しており、インフラの老朽化を起

因とする事故が発生していることを踏まえて、市民の安全・安心、快適な生

活環境の整備のため、適切な維持管理・更新に努められたい。

• ゼロカーボンシティの実現には、市民一人ひとりが環境への配慮に取り組む

必要があるため、積極的に意識啓発をするなど、施策の推進に努められたい。

■第６章　コミュニティ・自治体経営

• 地域のつながりの希薄化など、地域に対する市民の意識や考え方が大きく

変わった現代においては、地域社会のコミュニティ機能が低下傾向にあるた

め、地域コミュニティ活性化の促進に努められたい。

• シティセールスを推進し、地域の活性化や更なる都市イメージの向上に努め

るとともに、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）やアセットマネジメン

トの推進、民間活力の導入などによって、限られた経営資源を有効に活用

し、健全で効率的な自治体経営に努められたい。
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※敬称略（委員区分ごとに五十音順）

会長 ・・・・・・山田　洋

会長代理・・・平本　なるみ

氏 名委員区分 備考（推薦母体等）

１号委員

（関係団体が推薦する者）

２号委員

（知識経験を有する者）

３号委員

（その他市長が必要と認める者）

右川　清夫（～R7.7）

石井　昇一（R7.8～）
草加地区雇用対策協議会

古庄　正登（～R7.7）

藤波　達也（R7.8～）
八潮市商工会

川　久　 （～R7.3）

奥村 亜由美（R7.4～）
株式会社埼玉りそな銀行

織田　隆志 八潮市観光協会

鈴木　孝一 八潮市町会自治会連合会

関根　幸子 八潮市農業委員会

平本　なるみ 青少年育成八潮市民会議

秋元　理香 公募

中元　里織 公募

山田　洋 獨協大学

八潮市まち・ひと・しごと
創生総合戦略審議会

第 章５

１第 節 委員名簿
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八 潮 企 第 ３ ０ １ 号

令和７年３月26日

八潮市長　　大　山　　忍

　八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

　会長　山田　　洋　様

　　　  第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について（諮問）

　このことについて、八潮市附属機関設置条例（昭和５７年条例第１５号）第２条

の規定により、貴審議会の意見を求めます。

令和７年10月14日

八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

会長　　山　田　　洋

　八潮市長　大　山　　忍　様

　　　  第3期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について（答申）

　令和７年３月26日付け八潮企第３０１号で諮問のあった第３期八潮市まち・

ひと・しごと創生総合戦略（素案）について、当審議会において慎重に審議した

結果、概ね妥当と認め、下記を付帯意見として別添のとおり答申します。

１　総　　論

効率的かつ効果的に本市の社会課題の解決や魅力向上を図るため、「第６次

八潮市総合計画」の基本計画及び実施計画のなかに「第３期八潮市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を位置づけ、一体的に取り組んでいただきたい。また、

次の４つを基本目標とし、デジタルの力を活用しつつ、取組を進めていただき

たい。

記

２　基本目標

農業、商業、工業などの産業領域において、人材の育成・確保のための各種支

援等により、地域産業の活性化を図るとともに、新たな時代に対応した競争力

の高い産業づくりを目指し、持続可能で活気のあるまちづくりに取り組んでい

ただきたい。

●基本目標 １ ～産業の振興による持続可能で活気のあるまちづくり～

２第 節 諮問・答申
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交通安全・防犯に関する意識の啓発を行うとともに、昨今頻発化・激甚化する

災害等に対する地域防災体制や基盤整備の強化、コロナ禍以降急速に発展した

社会生活のデジタル化に対応した利便性の高い地域を構築することで、誰もが

暮らしやすい、安全・安心なまちづくりに取り組んでいただきたい。

●基本目標 ４ ～誰もが暮らしやすい、安全・安心なまちづくり～

安心してこどもを産み育てられるよう、地域における子育て環境を整備する

とともに、次代を担うこどもたちの教育環境の充実を図ることで、こどもたちが

健やかで幸せに成長し、親も自分の時間を大切にしながら子育てできる、親と子

がともに安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいただきたい。

●基本目標 ３ ～保育や教育の充実による親子が安心できる子育て環境づくり～

本市の魅力発信や地域資源を活かしたイベント等の開催などにより、訪れた

くなるまち・住みやすいまちとしての認知度の向上とイメージアップを図るとと

もに、都心に近接した交通利便性など地域の特性を活かすことで、交流人口や

関係人口等の拡大を図り、人々が行き交うにぎわいと活力のあるまちづくりに

取り組んでいただきたい。

●基本目標 ２ ～人や情報の交流による「住みやすさナンバー１のまち　八潮」  

の推進～
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第６次八潮市総合計画を策定するに当たり、市民の声を広く取り入れるため、

市民参加の取組として、Googleフォームを活用したまちづくり掲示板を実施。

第６次八潮市総合計画を策定するに当たり、次代を担う児童・生徒の声を取り

入れるため、児童・生徒アンケートを実施した。

八潮市の将来都市像について、分野ごとに意見を出し合い、話し合っていただ

くため、まちづくりワークショップを開催した。

【 目的 】

【 目的 】

【 目的 】

【 開催概要 】

【 実施概要 】

令和６年５月10日

～令和６年５月31日
想い描く未来の八潮について 110件

実施期間 テーマ 意見件数

想い描く未来の八潮について

小学５年生

高校２年生

中学２年生

481件

417件

108件

テーマ 対象 意見件数

市民参加第 章６

１第 節 まちづくり掲示板

２第 節 児童・生徒アンケート

３第 節 まちづくりワークショップ
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地域課題の解決に向け活躍されている市民団体の活動状況、課題、支援等に

対する意見を計画づくりに活かすことを目的として実施した。

町会自治会連合会、女性人材リスト登録者、八潮高校、八潮南高校、市の若手

職員、公募

【 目的 】

【 参加者 】

【 開催概要 】

【 調査概要 】

どのような行政支援を受けているか

行政の支援などの対応に満足しているか

地域課題の解決に向けた活動を活発化させるために、市に対してどのような

支援を希望するか

・

・

・

【 主な調査項目 】

令和６年８月７日

想い描く未来の八潮について

令和６年８月９日

令和６年８月８日

20名

22名

20名

開催日 テーマ 参加者数

実施期間 令和６年７月１日～７月26日

調査対象 市内の市民団体

調査方法 郵送配布、郵送回収

対象団体数 79団体

有効回収数 62票

有効回収率 78.5％

４第 節 市民団体等アンケート
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第６次八潮市総合計画（素案）に対する意見を広く募集するため、広報やしお、

市のホームページ及び市内公共施設において、第６次八潮市総合計画（素案）を

公表し、意見を募集した。

第６次八潮市総合計画（素案）について直接説明し、意見の提案を受けるため、

市民向けの説明会を開催するとともに、説明会と同様の内容の動画をYoutube

に公開した。

【 目的 】

【 目的 】

【 調査概要 】

【 開催概要 】

【 動画公開概要 】

意見募集期間 令和７年６月20日～令和７年７月22日

意見提出者数 ３名

意見件数 11件

第１回 令和７年６月24日 りらーと八條　大ホール ５名

第２回 令和７年６月26日 ゆまにて　会議室兼研修室 ２名

第３回 令和７年６月28日 八潮市役所　大会議室 １名

第４回 令和７年７月   １日 りらーと八幡　多目的室２ ４名

回数 開催日 会場 参加者数

公開期間 閲覧数

令和７年６月20日～令和７年７月22日 １５４回

５第 節 パブリックコメント

６第 節 地区別説明会
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総合計画関係　●：庁内　■：議会・審議会　★市民参加

総合戦略関係　○：庁内　□：議会・審議会　☆市民参加

年月日 事項 内容

令和５年

●副部長等政策調整会議 次期総合計画策定基本方針の検討について

⑴次期総合計画策定基本方針の検討について

⑵次期総合計画に想定される計画の構成・期間

   のパターン

⑶次期総合計画の構成・期間に対する意見及び

   生活環境指標集の活用状況について（照会）

●副部長等政策調整会議 次期総合計画策定基本方針の検討について

⑴次期総合計画の構成、計画期間の意見及び

   生活環境指標集の活用状況について

⑵次期総合計画の策定体制（案）

⑶次期総合計画の策定体制に対する意見に

   ついて（照会）

●経営戦略会議 次期総合計画策定基本方針の検討状況に

ついて（中間報告）

⑴次期総合計画の構成・期間（案）

⑵次期総合計画の策定体制（案）

⑶市民参加（案）

⑷庁内体制（案）

●〇庁議 庁議付議

「第６次八潮市総合計画策定基本方針」

「第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定基本方針」

●庁議 次期総合計画策定基本方針の検討について5 月 1 1 日

5 月 17日

6 月 21日

8 月 9 日

9 月 28日

9 月 28日

10月 6 日

1 1 月 2 日

●第１回策定委員会 ⑴第６次八潮市総合計画の策定体制について

⑵第６次八潮市総合計画の策定スケジュールに

   ついて

12月 4 日

7 月 20日

●副部長等政策調整会議 第６次八潮市総合計画策定基本方針（案）

●経営戦略会議 第６次八潮市総合計画策定基本方針（案）

〇第２回創生本部 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

について

□令和５年度第２回

八潮市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会

第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

について

計画策定の経過第 章７
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年月日 事項 内容

●第１回検討委員会 ⑴第６次八潮市総合計画の策定体制について

⑵第６次八潮市総合計画の策定スケジュールに

   ついて

12月 22日

1 月 1 7 日 ●第２回検討委員会 ⑴土地利用構想の検討について

⑵西部拠点について

●第２回策定委員会 土地利用構想の記載項目について

2 月 7 日

3 月 1 日

●第３回検討委員会 第６次八潮市総合計画に記載する土地利用

構想について

★児童・生徒アンケート 想い描く未来の八潮について

5 月 9 日

5 月～6 月

●第３回策定委員会 第６次八潮市総合計画の策定に向けた取組

（市民参加）について

★まちづくり掲示板5 月 10日

～ 5 月 31日

想い描く未来の八潮について

●第5回策定委員会 ⑴まちづくりの基本理念・将来都市像・分野の

   設定について

⑵社会潮流の展望について

⑶基本計画のフォーマットについて

⑷序論・基本構想の骨子案について

10月 3 日

●第６回検討委員会 ⑴まちづくりの基本理念・将来都市像・分野の

   設定について

⑵社会潮流の展望について

⑶基本計画のフォーマットについて

⑷序論・基本構想の骨子案について

9 月 25日

5 月 15日 ●第４回検討委員会 ⑴社会潮流の展望

⑵見直し後の主要課題（案）について

●第５回検討委員会 ⑴八潮市の将来人口推計について

⑵土地利用構想について

⑶基本計画のフォーマットについて

●第４回策定委員会 ⑴社会潮流の展望について

⑵八潮市の将来人口推計について

⑶土地利用構想について

7 月 10日

7 月 18日

8 月 2 日

８ 月 ７ 日

～ ８ 月 ９ 日

★市民団体等アンケート７ 月 １ 日

～ 7 月 26日

八潮市の市民団体等の活動に関する

意識調査

☆インターネットアンケート 八潮市の認知度等に関する調査

★まちづくりワークショップ 想い描く未来の八潮について

令和5年

令和６年
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年月日 事項 内容

1 月 7 日

1 月 1 0 日

1 月 23日

2 月 12日

2 月 1 2 日

〇第２回創生本部 ⑴第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本計画（素案）について

⑵第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本目標及び数値目標（素案）に

   ついて

⑶第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における対象事業（素案）について

□令和６年度第２回

八潮市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会

⑴第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本計画（素案）について

⑵第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本目標及び数値目標（素案）に

   ついて

⑶第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における対象事業（素案）について

■令和６年度第２回

八潮市振興計画審議会

諮問

⑴第６次八潮市総合計画（序論）素案

⑵第６次八潮市総合計画（基本構想）素案

⑶第６次八潮市総合計画（基本計画）原案

●第８回検討委員会 ⑴序論・基本構想（素案）

⑵基本計画（原案）

〇第２回創生委員会 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（素案）について

令和７年

■令和６年度第１回

八潮市振興計画審議会

⑴基礎調査について

⑵市民参加の取組について

⑶序論・基本構想の骨子案について

〇第１回創生委員会 ⑴第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本計画（素案）について

⑵第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における基本目標及び数値目標（素案）に

   ついて

⑶第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   における対象事業（素案）について

10月 8 日

11月 13日

1 2 月 3 日

12月 24日

●第７回検討委員会 ⑴序論・基本構想（素案）

⑵基本計画（原案）

●第６回策定委員会 ⑴序論・基本構想（素案）

⑵基本計画（原案）

●各検討部会10月 7 日

～ 11月 6 日

施策（案）の作成

令和6年
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年月日 事項 内容

6 月 24日

6 月 26日

★☆パブリックコメント6 月 20日

～ 7 月 22日

資料１　第６次八潮市総合計画（素案）

資料２　八潮市人口ビジョン（改訂案）

資料３　第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総

　合戦略対象事業一覧（素案）

★児童・生徒アンケート6 月 23日

～ 7 月 18日

第６次八潮市総合計画（素案）について

第６次八潮市総合計画【こども版】を活用

□令和７年度第１回

八潮市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会

（書面開催）

5 月 22日

～ 6 月 6 日

⑴第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   対象事業一覧（素案）について

⑵八潮市人口ビジョン（改訂案）について

〇第2回創生委員会 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（素案）及び八潮市人口ビジョン（改訂案）について

●第10回検討委員会 序論・基本構想・基本計画（素案）

●第９回策定委員会 序論・基本構想・基本計画（素案）

★☆地区別説明会 会場：りらーと八條

★☆地区別説明会 会場：ゆまにて

★☆地区別説明会 会場：市役所

★☆地区別説明会 会場：りらーと八幡

6 月 28日

7 月 1 日

9 月 10日

9 月 10日

9 月 18日

3 月 26日

3 月 26日

4 月 9 日

4 月 9 日

□令和６年度第３回

八潮市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会

諮問

⑴第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   概要及び基本目標（素案）

⑵第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

   対象事業（素案）

■令和６年度第３回

八潮市振興計画審議会

⑴第６次八潮市総合計画（序論・基本構想）素案

⑵第６次八潮市総合計画（基本計画）素案

〇第１回創生委員会 ⑴対象事業一覧（素案）について

⑵八潮市人口ビジョン（改訂案）について

●第９回検討委員会 序論・基本構想・基本計画（素案）

5 月 9 日

5 月 9 日 〇第１回創生本部 ⑴対象事業一覧（素案）について

⑵八潮市人口ビジョン（改訂案）について

●第８回策定委員会 序論・基本構想・基本計画（素案）

■令和７年度第１回

八潮市振興計画審議会

（書面開催）

5 月 22日

～ 6 月 6 日

第６次八潮市総合計画

（パブリックコメント案）

3 月 3 日 〇第３回創生本部 ⑴前回の創生本部からの変更点

⑵第３期総合戦略　事業一覧（素案）について

3 月 3 日 ●第７回策定委員会 序論・基本構想・基本計画（素案）

令和７年
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年月日 事項 内容

〇第2回創生本部 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（素案）及び八潮市人口ビジョン（改訂案）について

9月 18日

令和８年

〇第3回創生委員会 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（案）及び八潮市人口ビジョン（改訂案）について

1 月 1 4日

●第11回検討委員会 第６次八潮市総合計画（案）1 月 1 4日

〇第3回創生本部 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（案）及び八潮市人口ビジョン（改訂案）について

1 月 22日

〇第4回創生本部 第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（案）及び八潮市人口ビジョン（改訂案）について

2月6日

●〇庁議 庁議付議2 月 19日

●第11回策定委員会 第6次八潮市総合計画（案）1 月 22日

●第12回策定委員会 第６次八潮市総合計画（案）2月6日

●第10回策定委員会 序論・基本構想・基本計画（案）

□令和７年度第2回

八潮市まち・ひと・しごと

創生総合戦略審議会

第３期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（素案）に係る答申（案）について

答申

■令和7年度第2回

八潮市振興計画審議会

第６次八潮市総合計画（素案）答申案について

答申

10月 14日

10月 14日

10月23日

●庁議 庁議付議10月23日

■議員全体説明会 第６次八潮市総合計画基本構想の策定に

ついて

11月 17日

■令和7年第4回

八潮市議会定例会

第６次八潮市総合計画基本構想の策定に

ついて（議案第122号）を提案

12月 1 日

■令和7年第4回

八潮市議会定例会

議決（議決第139号）12月 18日

令和7年
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第６次八潮市総合計画
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